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新型コロナウイルス感染症への対応について〔周知依頼〕 

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
平素より本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、新型コロナウイルス感染症への対応に関し、令和２年３月２日付、文部科学省と

厚生労働省連名により臨時休業に関連した放課後児童クラブ等の活用による子供の居場所

の確保についての各都道府県及び各指定都市の教育委員会教育長宛への通知につきまして

日本薬剤師会より別添のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。 
当該通知には、別紙「子どもの居場所の確保に係る衛生管理について」が添付されており、

その別紙の内容に関し特に注意をいただきたい点について、日本薬剤師会学校薬剤師部会が

解説した「新型コロナウイルス感染症への対応―子どもの居場所の確保に係る適切な環境

の維持のために―」も添付されております。 
つきましては、各担当校からの問い合わせ対応の際にお役立ていただきますよう貴会

学校薬剤師会員をはじめとする関係者へのご周知方よろしくお願い申し上げます。 
 なお、別添文書に関する日本薬剤師会発信文書（日薬業発第４２５号）と本会発信文書

（１福薬発第７４２号）につきましても参考資料としてあわせてご連絡させていただきます。 
 ご多忙とは存じますが、よろしくお取り計らいくださいますようお願い申し上げます。 

謹 白  
記 

〔別添〕日薬業発第４７４号_新型コロナウイルス感染症への対応について 

・「新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した放課

後児童クラブ等の活用による子どもの居場所の確保について」 

（令和２年３月２日、文部科学省、厚生労働省） 

・「新型コロナウイルス感染症への対応－子どもの居場所の確保に係る適切な環

境の維持のために－」 

（令和２年３月、日本薬剤師会学校薬剤師部会） 

〔参考１〕日薬業発第４２５号_薬剤師が知っておくべき感染症予防対策について（消毒編） 

〔参考２〕１福薬発第７４２号_薬剤師が知っておくべき感染症予防対策について（消毒編） 

以 上  
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新型コロナウイルス感染症への対応について 

 

平素より本会学校薬剤師部会活動にご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症への対応については、令和２年３月２日付で文部

科学省と厚生労働省の連名により、小学校等の臨時休業に関連した放課後児童

クラブ等の活用による子供の居場所の確保について、各都道府県及び各指定都

市の教育委員会教育長宛に別添のとおり通知がなされましたので、ご案内いた

します。 

当該通知には、別紙「子どもの居場所の確保に係る衛生管理について」が添

付されており、今般、本会学校薬剤師部会として、その別紙の内容に関し特に

注意をいただきたい点について解説した「新型コロナウイルス感染症への対応

―子どもの居場所の確保に係る適切な環境の維持のために―」を取りまとめま

したのでお送りいたします。 

つきましては、各担当校からの問い合わせ対応の際にお役立ていただきます

よう、貴会学校薬剤師会員をはじめとする関係者への周知について、ご高配の

ほどお願い申し上げます。 

 
送付資料： 
・「新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した放課後児童ク

ラブ等の活用による子どもの居場所の確保について」（令和 2 年 3 月 2 日、文部科学省、

厚生労働省） 
・「新型コロナウイルス感染症への対応－子どもの居場所の確保に係る適切な環境の維持

のために－」（令和 2 年 3 月、日本薬剤師会学校薬剤師部会） 
 
 ※本通知には添付しておりませんが、以下も併せて参考資料としていただくようお願い

いたします。 
  「薬剤師が知っておくべき感染症予防対策（消毒薬）」 

（20200219 日薬業発第 425 号・日本薬剤師会 公衆衛生委員会） 
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新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した 


放課後児童クラブ等の活用による子どもの居場所の確保について（依頼） 


 


このたび、２月 27日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部におい


て、今がまさに感染の流行を早期に終息させるために極めて重要な時期である


ことを踏まえ、何よりも子どもたちの健康・安全を第一に考え、多くの子どもた


ちや教職員が、日常的に長時間集まることによる感染リスクに予め備える観点


から、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校における全国一斉の臨時休業


を要請する方針が内閣総理大臣より示され、小学校等については、現に感染が拡


大していない地域においても、感染のリスクを予防する観点から、文部科学省か


ら臨時休業を要請したところです（令和２年２月 28 日付け元文科初第 1585 号


文部科学事務次官通知）。 


これに伴い、政府として、企業等に対して、子どもを持つ従業員が休暇を取得







できるよう配慮をお願いしているところですが、保護者が労働等により昼間家


庭にいない子どもについて、特に小学校低学年の子ども等については、留守番が


困難な場合や、保護者が休暇を取得することが困難な場合も想定されることか


ら、放課後児童健全育成事業（以下「放課後児童クラブ」という。）や放課後等


デイサービス事業は感染の予防に留意した上で原則として開所していただくこ


と等について依頼してきたところです。しかし、ふだん以上に子どもが来所する


ことにより、必要な体制が十分確保できない可能性があることから、このたび、


厚生労働省と文部科学省の連携のもと、子どもの居場所の確保を図るための取


組方策等を下記のとおり整理しましたので、各位におかれては、御了知の上、貴


管内の市町村（特別区を含み、指定都市及び中核市を除く。）をはじめ、関係者、


関係団体等に対し、その周知を図るとともに、子どもの居場所の確保に尽力され


るようお願いします。 


また、都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市区町村教育


委員会に対して、指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対して、都道府


県私立学校主管部課におかれては所轄の学校法人等を通じてその設置する学校


に対して、国公立大学法人におかれてはその設置する附属学校に対して、文部科


学大臣所轄学校法人におかれてはその設置する学校に対して、構造改革特別区


域法（平成 14 年法律第 189 号）第 12 条第１項の認定を受けた地方公共団体の


学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対して、本通


知を周知されるようにお願いします。 


なお、本通知は、地方公共団体については、地方自治法（昭和 22年法律第 67


号）第 245 条の４第１項の規定に基づく技術的助言及び地方教育行政の組織及


び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 48 条第１項の規定に基づく


指導・助言であることを申し添えます。 


 


記 


 


１ 子どもの居場所確保に向けた取組方策 


今回の臨時休業に際して、保護者が休暇を取得するなどの協力が必要である


が、保護者が労働等により昼間家庭にいない子どもについて、特に小学校低学


年の子ども等については、留守番が困難な場合や、保護者が休暇を取得するこ


とが困難な場合も想定される。そうした場合に備え、子どもの居場所確保に向


けた体制を確保する観点から、以下の取組を推進されたい。 


 


（１）子どもの居場所確保に向けた人的体制の確保 


①放課後児童クラブ・放課後等デイサービス（以下「放課後児童クラブ等」







という。）の業務に教職員が携わることについて 


学校の教職員が日常的に放課後児童クラブ等の業務に携わることは想


定されないところであるが、今回の臨時休業に際して人的体制を確保す


るに当たっては、教職員の職務である教育活動等の一環として、各教育委


員会等の職務命令に基づいて放課後児童クラブ等における学習指導や生


徒指導等に関する業務に携わることは可能である（令和２年２月 28日付


け文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡参照）。 


また、教員については、教員としての身分のまま放課後児童クラブの業


務に携わる場合であっても、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に


関する基準附則第２条に規定する「平成三十二年三月三十一日までに修


了することを予定している者に該当するもの」として、放課後児童支援員


の要件を満たすものとして差し支えなく、同令第 10条第２項に規定する


補助員とすることも差し支えない（令和２年２月 29日付け厚生労働省子


ども家庭局子育て支援課事務連絡参照）。なお、教員免許状を有しない職


員が職員としての身分のまま放課後児童クラブの業務に携わる場合であ


っても、同令第 10条第２項に規定する補助員として差し支えない。 


また、放課後等デイサービスに置くとされている児童指導員について、


児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23年厚生省令第 63号) 


第 43条第９号においては、「教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、


中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有す


る者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの」とされており、本件対


応に当たる教員はこの要件を満たすと考えられる。 


ついては、今般の措置に伴う社会的要請の高さに鑑み、福祉部局と教育


委員会等が連携し、以下の取組を促進すること。 


・放課後児童クラブ等を運営する法人間での連携や市町村における放課


後児童クラブ等関係団体への協力要請を通じた人材確保 


・放課後児童クラブ等の業務に教職員が携わることによる子どもの居場


所の確保 


 


なお、学校の教職員については、学校が臨時休業中であっても様々な業


務が想定されるところであり、例えば、学級を担任する教師にあっては、


当該学級の児童生徒への連絡や家庭訪問など、通常では行わない業務等


があるため放課後児童クラブ等の活動に携わることが困難であることが


一般的に想定され、学級を担任する教師以外の教師、養護教諭、栄養教諭、


学校栄養職員等について各地域や学校の実情に応じて分担して放課後児


童クラブ等を支援することが考えられるところであり、個々の教職員の







業務負担を踏まえた上で、適切に御検討いただきたい。また、②のように


学校において子どもの居場所を設ける場合には、②の業務による負担を


踏まえた上で、放課後児童クラブ等への支援について御検討いただきた


い。 


 


②学校において子どもを預かることについて 


今般、臨時休業を行うよう、各教育委員会等に要請したところではあ


るが、臨時休業の期間や形態については、地域や学校の実情を踏まえ、


各学校の設置者において判断いただくことを妨げるものではなく、学


校において、以下のように柔軟に対応することも可能である。各学校の


設置者においては、こうした各学校における取組に向けて、感染の予防


に留意した上で、必要な対応を行うこと。 


・放課後児童クラブを利用する児童や保護者のやむを得ない事情によ


り自宅で過ごすことが困難な小学校低学年の児童を対象に、通常の課


業時間の範囲内において学校に受け入れ、自習、校庭や体育館での活


動等を実施 


・地域住民等の参画を得て行う「放課後子供教室」も活用し、子どもの


居場所を確保 


 


また、特別支援学校等に在籍する障害のある幼児児童生徒に関して 


は、令和２年２月 28 日付け元文科初第 1585 号文部科学事務次官通知


を踏まえ、各教育委員会等においては、自宅等において一人で過ごすこ


とができない幼児児童生徒について、例えば、 


・福祉事業所等における受入れ準備が整うまでの間、幼児児童生徒のう


ち、受入れ先がない者については、学校施設で受け入れる 


・やむを得ず、福祉サービスの人員確保の問題等で幼児児童生徒の居場


所を確保できない場合、スクールバスや給食等、必要な対策を行った


上で、学校において預かる対応をとる 


などの対応が行われている。 


こうした対応も参考に、自宅等において一人で過ごすことができない


特別支援学校等に在籍する幼児児童生徒の居場所の確保について、引き


続き適切に対応すること。 


 


（２）学校の教室等の活用 


今般の臨時休業に伴い、従来の放課後児童クラブの利用児童数よりニーズが


高まることが考えられることや、密集性を回避し感染を防止すること等から、







一定のスペース確保が必要である。ついては、これまでも「新・放課後子ども


総合プラン」（平成 30年９月 14日付け 30文科生第 396号、子発 0914第 1号


文部科学省生涯学習政策局長、初等中等教育局長、大臣官房文教施設企画部長、


厚生労働省子ども家庭局長連名通知）等に基づき、学校施設の活用を促進して


きたところであるが、今般の臨時休業に伴い、教室、図書館、体育館、校庭等


が利用可能である場合は、国庫補助を受けて整備した学校施設を使用する場合


であっても財産処分には該当せず、手続は不要であり、積極的に施設の活用を


推進すること。 


なお、放課後等デイサービスについても、今般の臨時休業に伴い、従来の利


用児童数よりニーズが高まることが考えられる。また、密集性を回避し感染を


防止すること等から、一定のスペース確保が必要である。今般の措置に伴う社


会的要請の高さに鑑み、放課後等デイサービス事業所が学校施設を活用してサ


ービスを提供した場合についても報酬を請求することを認めるので、教室、図


書館、体育館、校庭等が利用可能である場合は、積極的に施設の活用を推進す


ること。 


 


（３）（１）及び（２）を通じた留意事項 


  ・児童生徒等が利用する施設については、児童生徒等の安全を確保する観点


から、別紙資料等を参照し、衛生管理に十分留意すること。その際、消毒


液の確保等、衛生管理について関係者が連携して取組を行うこと。 


・家庭や地域の実情を踏まえ、施設を利用する児童生徒等に対して学校給


食の調理場や調理員を活用して昼食を提供することも考えられること。 


 


２ 放課後児童クラブに関する財政措置 


今般の対応に伴い、追加で生じる放課後児童健全育成事業にかかる費用につ


いては、内閣府計上の令和元年度子ども・子育て支援交付金において、 


・小学校の臨時休業に伴い、午前中から運営する場合 


１日当たり 10,200円 


・小学校の臨時休業に伴い、支援の単位を新たに設けて運営する場合 


１日当たり 36,000円 


の加算を創設し、保護者負担は求めず、国庫負担割合を 10/10として補助する


こととしている。 


交付要綱や申請手続き等については追って厚生労働省等より連絡するが、こ


うした財政措置も踏まえ、各位におかれては積極的に取組を推進されたいこと。 


 


３ 放課後等デイサービス事業所の対応 







「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課


後等デイサービス事業所等の対応について」（令和２年２月 27日厚生労働省社


会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）において、 


・幼児児童生徒の受け入れに当たっては、障害福祉サービス等報酬、人員、施


設・設備及び運営基準等については、柔軟な取扱いを可能とすること 


・臨時休業日に放課後等デイサービスの支援を提供した場合にあっては、休業


日扱いで基本報酬を算定してよい取扱いとしていること 


をお示ししており、各位におかれては、これらの取扱いも参考にすること。 


 


４ 子どもの居場所確保に関する状況の把握の協力について 


 今般の臨時休業に伴い、従来の放課後児童クラブ等利用児童数よりニーズ


が高まることも考えられ、政府としても、今般の臨時休業に伴う負担軽減の


ため支援を行うこととしており、柔軟な対応が必要なこと等に鑑み、都道府


県等に対し、実施場所、実施時間、利用者数などの状況の把握を行うことを


予定しているため、各都道府県等福祉部局及び教育委員会等におかれては予


め御了知いただくとともに、今後御協力いただきたいこと。 


 


５ その他 


必要に応じて、最新の情報や追加的な留意事項を連絡する場合があるこ


と。 


 


＜本件連絡先＞ 


○放課後児童クラブ等の業務に教職員が携わることについて 


 厚生労働省子ども家庭局子育て支援課（03-5253-1111(内 4966)） 


 文部科学省 初等中等教育局 財務課（03-5253-4111（内 2588）） 


 


○学校において子どもを預かる際の衛生管理について 


 文部科学省 初等中等教育局 健康教育・食育課（03-5253-4111（内 2976）） 


 


○放課後子供教室について 


 文部科学省 総合教育政策局 地域学習推進課（03-5253-4111（内 2005）） 


 


○特別支援学校等に在籍する障害のある幼児児童生徒について 


・放課後等デイサービス事業所における対応に関すること 


 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課（03-5253-1111（内線


3037,3102）） 







・特別支援学校等学校における対応に関すること 


 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課（03-5253-4111（内線 3193）） 


 


○学校の教室等の活用について 


 文部科学省 大臣官房文教施設企画・防災部 施設助成課（03-5253-4111（内


2464）） 


  







○子供の居場所の確保に係る衛生管理について 


臨時休業の実施に際して、学校施設等において児童生徒を預かるなどの措置を講ずる際


には以下の事項に留意してください。 


 


１ 基本的な感染症対策の徹底 


  手洗いや咳エチケット（マスクの着用等）などの基本的な感染症対策を徹底するよう指


導する。 


 


２ 環境衛生管理の留意事項 


  ①教室等における児童生徒同士の距離の確保及び接触の回避 


   教室等において、座席間を離して配置し、1m以上離して交互に着席するなど、でき


る限り児童生徒同士の距離を離すよう配慮するとともに（図参照）、不要な接触は避


けるよう指導する。 


  ②適切な環境の保持 


   教室等の適切な環境の保持のため、１時間に１回（５～10分）程度窓を広く開け、


こまめな換気を心がけるとともに、空調や衣服による温度調節を含めて温度、湿度の


管理に努めるよう適切な措置を講ずる。 


  ③教室等の清掃 


教室やトイレなど児童生徒が利用する場所のうち、特に多くの児童生徒が手を触れ


る箇所（ドアノブ、手すり、スイッチなど）は、１日に１回以上消毒液（消毒用エタ


ノールや次亜塩素酸ナトリウム等）を使用して清掃を行う。 


 


   例）次亜塩素酸ナトリウム消毒液で清拭する場合の注意点 


 次亜塩素酸ナトリウムで清拭する場合、次亜塩素酸ナトリウム（塩素濃度 0.05%


～0.5%）で浸すようにペーパータオル等で拭いた後、水拭きを行う。消毒を行うと


きは、十分に換気を行うなど、使用する漂白剤の注意事項をよく読んで行うこと。 


漂白剤の希釈方法：市販の家庭用塩素系漂白剤（原液に含まれる次亜塩素酸ナト


リウムの濃度約 5%）を用いる場合、原液 25 mL（漂白剤のキャップ１杯）を 2 Lの


水で希釈する（約 0.06%の希釈液）。 


 


３ 昼食をとる際の留意事項 


  ①食事前の手洗い等の徹底 


   食事の前の手洗いを徹底するとともに、必要に応じてアルコール等による消毒を行


うなど、指導を徹底する。 


  ②昼食時の児童生徒の配置について 


   昼食時においても、その他の時間同様、できる限り周囲との距離を離すともに、不


要な接触を避けるよう指導する。 


別紙 







図：座席配置のイメージ 


 


 


咳エチケットを行っていない場合、くしゃみや咳のしぶきは約 2 m の距離まで届くた


め 1,2、咳エチケットを行った上で、児童生徒同士の距離を 1 m以上保つように座席を配


置する 2。 


 


1 厚生労働省動画チャンネル（YouTube）  


「マスク着用の重要性（インフルエンザをうつさないために）」 


 https://www.youtube.com/watch?v=9Mkb4TMT_Cc 


  2 東北医科薬科大学病院感染症制御部・仙台東部地区感染対策チーム、新型コロナウ


イルス感染症市民向け感染予防ハンドブック［第１版］ 


    http://tmpuh.net/新型コロナウイルス感染症_市民向けハンドブック_20200225_1.pdf  


 


 


1m以上 



https://www.youtube.com/watch?v=9Mkb4TMT_Cc

http://tmpuh.net/æŒ°åž‰ã‡³ã…�ã…−ã‡¦ã‡¤ã…«ã‡¹æ—�æ�ﬁçŠ⁄_å¸‡æ°‚å’‚ã†‚ã…‘ã…³ã…›ã…Œã……ã‡¯_20200225_1.pdf
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新型コロナウイルス感染症への対応 


―子どもの居場所の確保に係る適切な環境の維持のために― 


 
                                令和２年３月 


日本薬剤師会 
学校薬剤師部会 


 
新型コロナウイルス感染症対策に関連し、「新型コロナウイルス感染症防止のための小学校


等の臨時休業に関連した放課後児童クラブ等の活用による子どもの居場所の確保について」


（令和２年３月２日、文部科学省、厚生労働省）が発出されました。当該通知には以下枠内の


とおり記載があり、別紙「子どもの居場所の確保に係る衛生管理について」が添付されていま


す。 


１ 子どもの居場所確保に向けた取組方策、 


（３）（１）及び（２）を通じた留意事項 


・児童生徒等が利用する施設については、児童生徒等の安全を確保する観点から、別紙資 


料等を参照し、衛生管理に十分留意すること。その際、消毒液の確保等、衛生管理につい


て関係者が連携して取組を行うこと。 


・家庭や地域の実情を踏まえ、施設を利用する児童生徒等に対して学校給食の調理場や調


理員を活用して昼食を提供することも考えられること。 


下記では、別紙資料の中の、「２ 環境衛生管理の留意事項」の「②適切な環境の保持」及び


「③教室等の清掃」について、特に注意いただきたい点を解説します。また、「３ 昼食をとる


際の留意事項」の「①食事前の手洗い等の徹底」についても関連で解説します。 


 


記 


別紙「子どもの居場所の確保に係る衛生管理について」 


「２ 環境衛生管理の留意事項」の 


「②適切な環境の保持」 


教室等の適切な環境の保持のため、１時間に１回（５～10 分）程度窓を広く開け、こまめ


な換気を心がけるとともに、空調や衣服による温度調節を含めて温度、湿度の管理に努める


よう適切な措置を講ずる。 


  


適切な環境の保持にあたり、エアコンがある場合、ない場合について解説します。 


【エアコンを稼働した場合】 


  パッケージエアコンはそれ自体換気をほとんど行わないことから、必ず換気扇等を稼働  


させると共に外側前後の窓等を一部開けます。また、廊下側欄間等を開ける。さらに、ドア 


の欄間等に目張りがしてある場合は撤去します。 


そして、授業時と同様に、１時間に１回（５～10 分）程度窓を全開して換気します。学


校環境衛生基準では CO2 で 1500ppm 以下とされていますが、特定建築物等の空気環境を規


定する建築物環境衛生管理基準では 1000ppm 以下となっていることも考慮し、確実に換気


が行われるよう注意します。 


【自然換気（エアコンがない、稼働しない場合）】 


  自然換気の場合、換気扇があれば稼働させるとともに、換気扇がない場合も含め窓を適 


 切に開けて換気に努めます。また、ストーブ等、燃焼機器がある場合は特に換気に注意しま 


す。 
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 ＜参考＞ 換気の事例について（愛知県学校薬剤師会講習録より） 


 
  
別紙「子どもの居場所の確保に係る衛生管理について」 
「２ 環境衛生管理の留意事項」の 
「③教室等の清掃」 
教室やトイレなど児童生徒が利用する場所のうち、特に多くの児童生徒が手を触れる箇所


（ドアノブ、手すり、スイッチなど）は、１日に１回以上消毒液（消毒用エタノールや次亜塩


素酸ナトリウム等）を使用して清掃を行う。 
 
例）次亜塩素酸ナトリウム消毒液で清拭する場合の注意点 


次亜塩素酸ナトリウムで清拭する場合、次亜塩素酸ナトリウム（塩素濃度 0.05%～0.5%）


で浸すようにペーパータオル等で拭いた後、水拭きを行う。消毒を行うときは、十分に換気


を行うなど、使用する漂白剤の注意事項をよく読んで行うこと。 


漂白剤の希釈方法：市販の家庭用塩素系漂白剤（原液に含まれる次亜塩素酸ナトリウム


の濃度約 5%）を用いる場合、原液 25 mL（漂白剤のキャップ１杯）を 2 L の水で希釈する


（約 0.06%の希釈液）。 


 


ウイルスに効果がある消毒薬としては消毒用エタノールと次亜塩素酸ナトリウムですが、


まず、現在、消毒用エタノール、速乾性手指消毒薬の入手は非常に難しい状況が前提にある


ことに留意してください。そうした中、様々な商品の紹介あり判断等に迷う場合があると考


えられることからそうした場合の一助にしていただくために解説します。 


 「③教室等の清掃」については、手指ではなく、環境消毒について求められています。この


ため、ドアノブ、手すり、スイッチなど児童生徒が手を触れやすい箇所については水分を拭き


取ったのち、消毒用エタノール等を噴霧し、そのまま乾燥させます。又は、次亜塩素酸ナトリ


ウム（塩素濃度 0.05%～0.5%）で浸すようにペーパータオル等で拭いた後、必ず水拭きを行う


とされています。これは、次亜塩素酸ナトリウムの酸化作用により金属類、繊維類のほとんど


が腐食されるためで、注意が必要です。 
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＜参考＞消毒用エタノール以外に利用できるもの 


 ・食品添加物として利用 


  例）給食等、調理場内の器具・機械類の清掃に利用されているアルコール製剤等 
アルサワー○R   
（エタノール（68w/w%）、グリセリン脂肪酸エステル（0.2%)、乳酸ナトリウム（0.1%）、グリシン（0.07%）） 


アルサワーM60○R  


（エタノール（59.00w/w%）、グリセリン脂肪酸エステル（0.50%）、乳酸ナトリウム（0.10%）、精製水（40.40%) 


  その他 


 ・食品添加物以外（エタノールに第４級アンモニウム塩を配合したもの） 


  例）環境アルコール除菌剤 


サポステ○R  等 


 


＜注意事項＞ 


 ・アルコール製剤については、火気厳禁であることに注意。 


 ・環境消毒等においてはミストを吸入しないよう、手袋、マスク、及び保護メガネ等を 


着用する。  


 ・次亜塩素酸ナトリウムについては、噴霧は絶対にしないこと！ 


 ・換気に十分注意する。  


 


＜参考＞ 教室等の消毒実施の様子（例） 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 ※長靴、不織布作業着（市販で 300 円程度）は必ずしも必要ではありませんが、手袋、マスク、及び保  


護メガネは必要。 
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別紙「子どもの居場所の確保に係る衛生管理について」 
「３ 昼食をとる際の留意事項」の 
「①食事前の手洗い等の徹底」 
食事前の手洗いを徹底するとともに、必要に応じてアルコール等における消毒を行うなど、 


指導を徹底する。 
 
前述のように、消毒用エタノール、速乾性手指消毒薬の入手は非常に難しい状況がありま


す。入手できれば活用するのが望ましいといえますが、液体石けん（アルボース○R等）と流水


での手洗いを徹底することでも十分効果があると思われます。 
なお、前述の食品添加物アルコール製剤等は効能効果として消毒をうたうことは出来ませ


んが、効果は変わりません。 
以下の参考資料のほかに、日本薬剤師会 公衆衛生委員会作成の「薬剤師が知っておくべき


感染症予防対策（消毒薬）」（20200219 日薬業発第 425 号）も参考にしてください。 
 
＜参考＞正しい手の洗い方（厚生労働省ホームページより） 
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＜参考＞ 手洗いの時間・回数による効果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


出典：森功次郎ほか:感染症学雑誌 80:496-500.2006 
 


以上 
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元文科初第 1598号 

 子発 0302第１号 

障発 0302第６号 

令和２年３月２日 

 

 都 道 府 県 知 事 

都道府県教育委員会教育長 

 指 定 都 市 市 長             

  指定都市教育委員会教育長 

各 中 核 市 市 長 殿 

附属学校を置く国公立大学法人の長 

   文部科学大臣所轄学校法人理事長 

  構造改革特別区域法第 12条 

第１項の認定を受けた地方公共団体の長 

 

文部科学省初等中等教育局長 

文部科学省総合教育政策局長 

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長 

厚生労働省子ども家庭局長 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

（公  印  省  略） 

 

 

新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した 

放課後児童クラブ等の活用による子どもの居場所の確保について（依頼） 

 

このたび、２月 27日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部におい

て、今がまさに感染の流行を早期に終息させるために極めて重要な時期である

ことを踏まえ、何よりも子どもたちの健康・安全を第一に考え、多くの子どもた

ちや教職員が、日常的に長時間集まることによる感染リスクに予め備える観点

から、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校における全国一斉の臨時休業

を要請する方針が内閣総理大臣より示され、小学校等については、現に感染が拡

大していない地域においても、感染のリスクを予防する観点から、文部科学省か

ら臨時休業を要請したところです（令和２年２月 28 日付け元文科初第 1585 号

文部科学事務次官通知）。 

これに伴い、政府として、企業等に対して、子どもを持つ従業員が休暇を取得



できるよう配慮をお願いしているところですが、保護者が労働等により昼間家

庭にいない子どもについて、特に小学校低学年の子ども等については、留守番が

困難な場合や、保護者が休暇を取得することが困難な場合も想定されることか

ら、放課後児童健全育成事業（以下「放課後児童クラブ」という。）や放課後等

デイサービス事業は感染の予防に留意した上で原則として開所していただくこ

と等について依頼してきたところです。しかし、ふだん以上に子どもが来所する

ことにより、必要な体制が十分確保できない可能性があることから、このたび、

厚生労働省と文部科学省の連携のもと、子どもの居場所の確保を図るための取

組方策等を下記のとおり整理しましたので、各位におかれては、御了知の上、貴

管内の市町村（特別区を含み、指定都市及び中核市を除く。）をはじめ、関係者、

関係団体等に対し、その周知を図るとともに、子どもの居場所の確保に尽力され

るようお願いします。 

また、都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市区町村教育

委員会に対して、指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対して、都道府

県私立学校主管部課におかれては所轄の学校法人等を通じてその設置する学校

に対して、国公立大学法人におかれてはその設置する附属学校に対して、文部科

学大臣所轄学校法人におかれてはその設置する学校に対して、構造改革特別区

域法（平成 14 年法律第 189 号）第 12 条第１項の認定を受けた地方公共団体の

学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対して、本通

知を周知されるようにお願いします。 

なお、本通知は、地方公共団体については、地方自治法（昭和 22年法律第 67

号）第 245 条の４第１項の規定に基づく技術的助言及び地方教育行政の組織及

び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 48 条第１項の規定に基づく

指導・助言であることを申し添えます。 

 

記 

 

１ 子どもの居場所確保に向けた取組方策 

今回の臨時休業に際して、保護者が休暇を取得するなどの協力が必要である

が、保護者が労働等により昼間家庭にいない子どもについて、特に小学校低学

年の子ども等については、留守番が困難な場合や、保護者が休暇を取得するこ

とが困難な場合も想定される。そうした場合に備え、子どもの居場所確保に向

けた体制を確保する観点から、以下の取組を推進されたい。 

 

（１）子どもの居場所確保に向けた人的体制の確保 

①放課後児童クラブ・放課後等デイサービス（以下「放課後児童クラブ等」



という。）の業務に教職員が携わることについて 

学校の教職員が日常的に放課後児童クラブ等の業務に携わることは想

定されないところであるが、今回の臨時休業に際して人的体制を確保す

るに当たっては、教職員の職務である教育活動等の一環として、各教育委

員会等の職務命令に基づいて放課後児童クラブ等における学習指導や生

徒指導等に関する業務に携わることは可能である（令和２年２月 28日付

け文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡参照）。 

また、教員については、教員としての身分のまま放課後児童クラブの業

務に携わる場合であっても、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準附則第２条に規定する「平成三十二年三月三十一日までに修

了することを予定している者に該当するもの」として、放課後児童支援員

の要件を満たすものとして差し支えなく、同令第 10条第２項に規定する

補助員とすることも差し支えない（令和２年２月 29日付け厚生労働省子

ども家庭局子育て支援課事務連絡参照）。なお、教員免許状を有しない職

員が職員としての身分のまま放課後児童クラブの業務に携わる場合であ

っても、同令第 10条第２項に規定する補助員として差し支えない。 

また、放課後等デイサービスに置くとされている児童指導員について、

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23年厚生省令第 63号) 

第 43条第９号においては、「教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、

中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有す

る者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの」とされており、本件対

応に当たる教員はこの要件を満たすと考えられる。 

ついては、今般の措置に伴う社会的要請の高さに鑑み、福祉部局と教育

委員会等が連携し、以下の取組を促進すること。 

・放課後児童クラブ等を運営する法人間での連携や市町村における放課

後児童クラブ等関係団体への協力要請を通じた人材確保 

・放課後児童クラブ等の業務に教職員が携わることによる子どもの居場

所の確保 

 

なお、学校の教職員については、学校が臨時休業中であっても様々な業

務が想定されるところであり、例えば、学級を担任する教師にあっては、

当該学級の児童生徒への連絡や家庭訪問など、通常では行わない業務等

があるため放課後児童クラブ等の活動に携わることが困難であることが

一般的に想定され、学級を担任する教師以外の教師、養護教諭、栄養教諭、

学校栄養職員等について各地域や学校の実情に応じて分担して放課後児

童クラブ等を支援することが考えられるところであり、個々の教職員の



業務負担を踏まえた上で、適切に御検討いただきたい。また、②のように

学校において子どもの居場所を設ける場合には、②の業務による負担を

踏まえた上で、放課後児童クラブ等への支援について御検討いただきた

い。 

 

②学校において子どもを預かることについて 

今般、臨時休業を行うよう、各教育委員会等に要請したところではあ

るが、臨時休業の期間や形態については、地域や学校の実情を踏まえ、

各学校の設置者において判断いただくことを妨げるものではなく、学

校において、以下のように柔軟に対応することも可能である。各学校の

設置者においては、こうした各学校における取組に向けて、感染の予防

に留意した上で、必要な対応を行うこと。 

・放課後児童クラブを利用する児童や保護者のやむを得ない事情によ

り自宅で過ごすことが困難な小学校低学年の児童を対象に、通常の課

業時間の範囲内において学校に受け入れ、自習、校庭や体育館での活

動等を実施 

・地域住民等の参画を得て行う「放課後子供教室」も活用し、子どもの

居場所を確保 

 

また、特別支援学校等に在籍する障害のある幼児児童生徒に関して 

は、令和２年２月 28 日付け元文科初第 1585 号文部科学事務次官通知

を踏まえ、各教育委員会等においては、自宅等において一人で過ごすこ

とができない幼児児童生徒について、例えば、 

・福祉事業所等における受入れ準備が整うまでの間、幼児児童生徒のう

ち、受入れ先がない者については、学校施設で受け入れる 

・やむを得ず、福祉サービスの人員確保の問題等で幼児児童生徒の居場

所を確保できない場合、スクールバスや給食等、必要な対策を行った

上で、学校において預かる対応をとる 

などの対応が行われている。 

こうした対応も参考に、自宅等において一人で過ごすことができない

特別支援学校等に在籍する幼児児童生徒の居場所の確保について、引き

続き適切に対応すること。 

 

（２）学校の教室等の活用 

今般の臨時休業に伴い、従来の放課後児童クラブの利用児童数よりニーズが

高まることが考えられることや、密集性を回避し感染を防止すること等から、



一定のスペース確保が必要である。ついては、これまでも「新・放課後子ども

総合プラン」（平成 30年９月 14日付け 30文科生第 396号、子発 0914第 1号

文部科学省生涯学習政策局長、初等中等教育局長、大臣官房文教施設企画部長、

厚生労働省子ども家庭局長連名通知）等に基づき、学校施設の活用を促進して

きたところであるが、今般の臨時休業に伴い、教室、図書館、体育館、校庭等

が利用可能である場合は、国庫補助を受けて整備した学校施設を使用する場合

であっても財産処分には該当せず、手続は不要であり、積極的に施設の活用を

推進すること。 

なお、放課後等デイサービスについても、今般の臨時休業に伴い、従来の利

用児童数よりニーズが高まることが考えられる。また、密集性を回避し感染を

防止すること等から、一定のスペース確保が必要である。今般の措置に伴う社

会的要請の高さに鑑み、放課後等デイサービス事業所が学校施設を活用してサ

ービスを提供した場合についても報酬を請求することを認めるので、教室、図

書館、体育館、校庭等が利用可能である場合は、積極的に施設の活用を推進す

ること。 

 

（３）（１）及び（２）を通じた留意事項 

  ・児童生徒等が利用する施設については、児童生徒等の安全を確保する観点

から、別紙資料等を参照し、衛生管理に十分留意すること。その際、消毒

液の確保等、衛生管理について関係者が連携して取組を行うこと。 

・家庭や地域の実情を踏まえ、施設を利用する児童生徒等に対して学校給

食の調理場や調理員を活用して昼食を提供することも考えられること。 

 

２ 放課後児童クラブに関する財政措置 

今般の対応に伴い、追加で生じる放課後児童健全育成事業にかかる費用につ

いては、内閣府計上の令和元年度子ども・子育て支援交付金において、 

・小学校の臨時休業に伴い、午前中から運営する場合 

１日当たり 10,200円 

・小学校の臨時休業に伴い、支援の単位を新たに設けて運営する場合 

１日当たり 36,000円 

の加算を創設し、保護者負担は求めず、国庫負担割合を 10/10として補助する

こととしている。 

交付要綱や申請手続き等については追って厚生労働省等より連絡するが、こ

うした財政措置も踏まえ、各位におかれては積極的に取組を推進されたいこと。 

 

３ 放課後等デイサービス事業所の対応 



「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課

後等デイサービス事業所等の対応について」（令和２年２月 27日厚生労働省社

会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）において、 

・幼児児童生徒の受け入れに当たっては、障害福祉サービス等報酬、人員、施

設・設備及び運営基準等については、柔軟な取扱いを可能とすること 

・臨時休業日に放課後等デイサービスの支援を提供した場合にあっては、休業

日扱いで基本報酬を算定してよい取扱いとしていること 

をお示ししており、各位におかれては、これらの取扱いも参考にすること。 

 

４ 子どもの居場所確保に関する状況の把握の協力について 

 今般の臨時休業に伴い、従来の放課後児童クラブ等利用児童数よりニーズ

が高まることも考えられ、政府としても、今般の臨時休業に伴う負担軽減の

ため支援を行うこととしており、柔軟な対応が必要なこと等に鑑み、都道府

県等に対し、実施場所、実施時間、利用者数などの状況の把握を行うことを

予定しているため、各都道府県等福祉部局及び教育委員会等におかれては予

め御了知いただくとともに、今後御協力いただきたいこと。 

 

５ その他 

必要に応じて、最新の情報や追加的な留意事項を連絡する場合があるこ

と。 

 

＜本件連絡先＞ 

○放課後児童クラブ等の業務に教職員が携わることについて 

 厚生労働省子ども家庭局子育て支援課（03-5253-1111(内 4966)） 

 文部科学省 初等中等教育局 財務課（03-5253-4111（内 2588）） 

 

○学校において子どもを預かる際の衛生管理について 

 文部科学省 初等中等教育局 健康教育・食育課（03-5253-4111（内 2976）） 

 

○放課後子供教室について 

 文部科学省 総合教育政策局 地域学習推進課（03-5253-4111（内 2005）） 

 

○特別支援学校等に在籍する障害のある幼児児童生徒について 

・放課後等デイサービス事業所における対応に関すること 

 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課（03-5253-1111（内線

3037,3102）） 



・特別支援学校等学校における対応に関すること 

 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課（03-5253-4111（内線 3193）） 

 

○学校の教室等の活用について 

 文部科学省 大臣官房文教施設企画・防災部 施設助成課（03-5253-4111（内

2464）） 

  



○子供の居場所の確保に係る衛生管理について 

臨時休業の実施に際して、学校施設等において児童生徒を預かるなどの措置を講ずる際

には以下の事項に留意してください。 

 

１ 基本的な感染症対策の徹底 

  手洗いや咳エチケット（マスクの着用等）などの基本的な感染症対策を徹底するよう指

導する。 

 

２ 環境衛生管理の留意事項 

  ①教室等における児童生徒同士の距離の確保及び接触の回避 

   教室等において、座席間を離して配置し、1m以上離して交互に着席するなど、でき

る限り児童生徒同士の距離を離すよう配慮するとともに（図参照）、不要な接触は避

けるよう指導する。 

  ②適切な環境の保持 

   教室等の適切な環境の保持のため、１時間に１回（５～10分）程度窓を広く開け、

こまめな換気を心がけるとともに、空調や衣服による温度調節を含めて温度、湿度の

管理に努めるよう適切な措置を講ずる。 

  ③教室等の清掃 

教室やトイレなど児童生徒が利用する場所のうち、特に多くの児童生徒が手を触れ

る箇所（ドアノブ、手すり、スイッチなど）は、１日に１回以上消毒液（消毒用エタ

ノールや次亜塩素酸ナトリウム等）を使用して清掃を行う。 

 

   例）次亜塩素酸ナトリウム消毒液で清拭する場合の注意点 

 次亜塩素酸ナトリウムで清拭する場合、次亜塩素酸ナトリウム（塩素濃度 0.05%

～0.5%）で浸すようにペーパータオル等で拭いた後、水拭きを行う。消毒を行うと

きは、十分に換気を行うなど、使用する漂白剤の注意事項をよく読んで行うこと。 

漂白剤の希釈方法：市販の家庭用塩素系漂白剤（原液に含まれる次亜塩素酸ナト

リウムの濃度約 5%）を用いる場合、原液 25 mL（漂白剤のキャップ１杯）を 2 Lの

水で希釈する（約 0.06%の希釈液）。 

 

３ 昼食をとる際の留意事項 

  ①食事前の手洗い等の徹底 

   食事の前の手洗いを徹底するとともに、必要に応じてアルコール等による消毒を行

うなど、指導を徹底する。 

  ②昼食時の児童生徒の配置について 

   昼食時においても、その他の時間同様、できる限り周囲との距離を離すともに、不

要な接触を避けるよう指導する。 

別紙 



図：座席配置のイメージ 

 

 

咳エチケットを行っていない場合、くしゃみや咳のしぶきは約 2 m の距離まで届くた

め 1,2、咳エチケットを行った上で、児童生徒同士の距離を 1 m以上保つように座席を配

置する 2。 

 

1 厚生労働省動画チャンネル（YouTube）  

「マスク着用の重要性（インフルエンザをうつさないために）」 

 https://www.youtube.com/watch?v=9Mkb4TMT_Cc 

  2 東北医科薬科大学病院感染症制御部・仙台東部地区感染対策チーム、新型コロナウ

イルス感染症市民向け感染予防ハンドブック［第１版］ 

    http://tmpuh.net/新型コロナウイルス感染症_市民向けハンドブック_20200225_1.pdf  

 

 

1m以上 

https://www.youtube.com/watch?v=9Mkb4TMT_Cc
http://tmpuh.net/æŒ°åž‰ã‡³ã…�ã…−ã‡¦ã‡¤ã…«ã‡¹æ—�æ�ﬁçŠ⁄_å¸‡æ°‚å’‚ã†‚ã…‘ã…³ã…›ã…Œã……ã‡¯_20200225_1.pdf
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新型コロナウイルス感染症への対応 

―子どもの居場所の確保に係る適切な環境の維持のために― 

 
                                令和２年３月 

日本薬剤師会 
学校薬剤師部会 

 
新型コロナウイルス感染症対策に関連し、「新型コロナウイルス感染症防止のための小学校

等の臨時休業に関連した放課後児童クラブ等の活用による子どもの居場所の確保について」

（令和２年３月２日、文部科学省、厚生労働省）が発出されました。当該通知には以下枠内の

とおり記載があり、別紙「子どもの居場所の確保に係る衛生管理について」が添付されていま

す。 

１ 子どもの居場所確保に向けた取組方策、 

（３）（１）及び（２）を通じた留意事項 

・児童生徒等が利用する施設については、児童生徒等の安全を確保する観点から、別紙資 

料等を参照し、衛生管理に十分留意すること。その際、消毒液の確保等、衛生管理につい

て関係者が連携して取組を行うこと。 

・家庭や地域の実情を踏まえ、施設を利用する児童生徒等に対して学校給食の調理場や調

理員を活用して昼食を提供することも考えられること。 

下記では、別紙資料の中の、「２ 環境衛生管理の留意事項」の「②適切な環境の保持」及び

「③教室等の清掃」について、特に注意いただきたい点を解説します。また、「３ 昼食をとる

際の留意事項」の「①食事前の手洗い等の徹底」についても関連で解説します。 

 

記 

別紙「子どもの居場所の確保に係る衛生管理について」 

「２ 環境衛生管理の留意事項」の 

「②適切な環境の保持」 

教室等の適切な環境の保持のため、１時間に１回（５～10 分）程度窓を広く開け、こまめ

な換気を心がけるとともに、空調や衣服による温度調節を含めて温度、湿度の管理に努める

よう適切な措置を講ずる。 

  

適切な環境の保持にあたり、エアコンがある場合、ない場合について解説します。 

【エアコンを稼働した場合】 

  パッケージエアコンはそれ自体換気をほとんど行わないことから、必ず換気扇等を稼働  

させると共に外側前後の窓等を一部開けます。また、廊下側欄間等を開ける。さらに、ドア 

の欄間等に目張りがしてある場合は撤去します。 

そして、授業時と同様に、１時間に１回（５～10 分）程度窓を全開して換気します。学

校環境衛生基準では CO2 で 1500ppm 以下とされていますが、特定建築物等の空気環境を規

定する建築物環境衛生管理基準では 1000ppm 以下となっていることも考慮し、確実に換気

が行われるよう注意します。 

【自然換気（エアコンがない、稼働しない場合）】 

  自然換気の場合、換気扇があれば稼働させるとともに、換気扇がない場合も含め窓を適 

 切に開けて換気に努めます。また、ストーブ等、燃焼機器がある場合は特に換気に注意しま 

す。 
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 ＜参考＞ 換気の事例について（愛知県学校薬剤師会講習録より） 

 
  
別紙「子どもの居場所の確保に係る衛生管理について」 
「２ 環境衛生管理の留意事項」の 
「③教室等の清掃」 
教室やトイレなど児童生徒が利用する場所のうち、特に多くの児童生徒が手を触れる箇所

（ドアノブ、手すり、スイッチなど）は、１日に１回以上消毒液（消毒用エタノールや次亜塩

素酸ナトリウム等）を使用して清掃を行う。 
 
例）次亜塩素酸ナトリウム消毒液で清拭する場合の注意点 

次亜塩素酸ナトリウムで清拭する場合、次亜塩素酸ナトリウム（塩素濃度 0.05%～0.5%）

で浸すようにペーパータオル等で拭いた後、水拭きを行う。消毒を行うときは、十分に換気

を行うなど、使用する漂白剤の注意事項をよく読んで行うこと。 

漂白剤の希釈方法：市販の家庭用塩素系漂白剤（原液に含まれる次亜塩素酸ナトリウム

の濃度約 5%）を用いる場合、原液 25 mL（漂白剤のキャップ１杯）を 2 L の水で希釈する

（約 0.06%の希釈液）。 

 

ウイルスに効果がある消毒薬としては消毒用エタノールと次亜塩素酸ナトリウムですが、

まず、現在、消毒用エタノール、速乾性手指消毒薬の入手は非常に難しい状況が前提にある

ことに留意してください。そうした中、様々な商品の紹介あり判断等に迷う場合があると考

えられることからそうした場合の一助にしていただくために解説します。 

 「③教室等の清掃」については、手指ではなく、環境消毒について求められています。この

ため、ドアノブ、手すり、スイッチなど児童生徒が手を触れやすい箇所については水分を拭き

取ったのち、消毒用エタノール等を噴霧し、そのまま乾燥させます。又は、次亜塩素酸ナトリ

ウム（塩素濃度 0.05%～0.5%）で浸すようにペーパータオル等で拭いた後、必ず水拭きを行う

とされています。これは、次亜塩素酸ナトリウムの酸化作用により金属類、繊維類のほとんど

が腐食されるためで、注意が必要です。 
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＜参考＞消毒用エタノール以外に利用できるもの 

 ・食品添加物として利用 

  例）給食等、調理場内の器具・機械類の清掃に利用されているアルコール製剤等 
アルサワー○R   
（エタノール（68w/w%）、グリセリン脂肪酸エステル（0.2%)、乳酸ナトリウム（0.1%）、グリシン（0.07%）） 

アルサワーM60○R  

（エタノール（59.00w/w%）、グリセリン脂肪酸エステル（0.50%）、乳酸ナトリウム（0.10%）、精製水（40.40%) 

  その他 

 ・食品添加物以外（エタノールに第４級アンモニウム塩を配合したもの） 

  例）環境アルコール除菌剤 

サポステ○R  等 

 

＜注意事項＞ 

 ・アルコール製剤については、火気厳禁であることに注意。 

 ・環境消毒等においてはミストを吸入しないよう、手袋、マスク、及び保護メガネ等を 

着用する。  

 ・次亜塩素酸ナトリウムについては、噴霧は絶対にしないこと！ 

 ・換気に十分注意する。  

 

＜参考＞ 教室等の消毒実施の様子（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※長靴、不織布作業着（市販で 300 円程度）は必ずしも必要ではありませんが、手袋、マスク、及び保  

護メガネは必要。 
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別紙「子どもの居場所の確保に係る衛生管理について」 
「３ 昼食をとる際の留意事項」の 
「①食事前の手洗い等の徹底」 
食事前の手洗いを徹底するとともに、必要に応じてアルコール等における消毒を行うなど、 

指導を徹底する。 
 
前述のように、消毒用エタノール、速乾性手指消毒薬の入手は非常に難しい状況がありま

す。入手できれば活用するのが望ましいといえますが、液体石けん（アルボース○R等）と流水

での手洗いを徹底することでも十分効果があると思われます。 
なお、前述の食品添加物アルコール製剤等は効能効果として消毒をうたうことは出来ませ

んが、効果は変わりません。 
以下の参考資料のほかに、日本薬剤師会 公衆衛生委員会作成の「薬剤師が知っておくべき

感染症予防対策（消毒薬）」（20200219 日薬業発第 425 号）も参考にしてください。 
 
＜参考＞正しい手の洗い方（厚生労働省ホームページより） 
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＜参考＞ 手洗いの時間・回数による効果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：森功次郎ほか:感染症学雑誌 80:496-500.2006 
 

以上 
                                     



日 薬 業 発 第 4 2 5 号 

令和２年２月 19 日  

 

都道府県薬剤師会担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副 会 長  安 部  好 弘 

 

 

「薬剤師が知っておくべき感染症予防対策（消毒編）」について 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度、本会公衆衛生委員会において、別添のとおり「薬剤師が知っておくべ

き感染症予防対策について（消毒編）」を作成しましたのでお知らせ致します。 

本資料は、薬剤師における感染症予防対策について取りまとめたものです。今

般の新型コロナウイルスの感染予防対策のために作成したものではありませんが、

薬局や店舗等での感染症予防対策を行う際の参考として活用いただきたいと存じ

ます。 

つきましては、貴会会員にご周知下さいますようよろしくお願い申し上げます。 

なお、本取りまとめについては本会ホームページの会員専用ページに掲載予定

であることを申し添えます。 

 

（別添） 

薬剤師が知っておくべき感染症予防対策について（消毒編） 

（日本薬剤師会 公衆衛生委員会） 

 



 

 

 

 

 
薬剤師が知っておくべき 

感染予防対策（消毒編） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公衆衛生委員会 

令和２年２月 

abe-yuuta
テキストボックス
別添
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薬剤師が知っておくべき感染予防対策（消毒編） 
 

１．消毒と滅菌の基本 

消毒とは具体的には熱（熱水、蒸気）、消毒薬を用いて、ウイルスや細菌を殺滅することだが、

消毒・滅菌について悩まないためには、熱消毒の効果や消毒薬の適応、滅菌法の知識、人体や

対象物の材質等への影響、毒性などへの十分な知識が必要となる。 

 

①消毒…生存する微生物の数を減らすために用いられる処置法で、ヒトに対して有害な微生物

又は目的とする対象微生物のみを殺滅すること。必ずしも微生物をすべて殺滅したり除去し

たりするものではない。 

②滅菌…すべての微生物を殺滅または除去すること。 

③洗浄…物質から有機物や異物を除去すること。 

 

＜消毒法・滅菌法の分類など＞ 

 

消毒法には、化学薬剤を用いた清拭，噴霧，浸漬等の方法があり、設備、床、壁又は清浄区

域や無菌操作区域に搬入する容器及び環境モニタリング用培地を梱包した資材の表面等の局所

的な部位に生存する微生物を減少させるのに用いられる。消毒法を適用する表面の消毒剤に対

する腐食性などの性質、及び汚染微生物の種類や数などの汚染状態を考慮し、通例、表 1 に示

す消毒剤を単独又は併用して用いる。 

本法は、対象物又は局所的な部位に生存する微生物を全て死滅させたり、除去したりするも

のではないが、適用に当たっては有効性が確認された消毒剤を採用すること。また、消毒剤と

して使用する化学薬剤の微生物に対する効果は、使用濃度、作用温度、接触時間、表面の汚染

状態等によって異なる。本法を適用するに当たっては、消毒剤の使用期限，消毒剤の汚染、残

存した化学物質の医薬品品質に与える影響、及び対象となる資材の変色、変形、腐食などの劣

化について注意を要する 

 

 

表１ 消毒剤の種類、使用濃度例、作用機作 

分類 消毒剤 使用濃度例 作用機作 

酸化剤 

過酢酸 0.3w/v％ 

酸化作用 過酸化水素 3w/v％ 

次亜塩素酸ナトリウム 0.02～0.05％ 

アルコール系 
イソプロパノール 50～70％ タンパク質や核酸の

変性 エタノール 76.9～81.4vol％ 

界面活性剤系 

ベンザルコニウム塩化物 0.05～0.2％ タンパク質の変性 

ベンゼトニウム塩化物 0.05～0.5％ 細胞膜機能の障害、

タンパク質の凝固・

変性 

ビグアナイド系 クロルヘキシジングルコン酸塩 0.05～0.5％ 細菌の酵素阻害や細

胞質膜を変質・損傷 
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滅菌法 

滅菌法 分類 

加熱法 

湿熱滅菌法 

乾熱滅菌法 

高周波滅菌法 

ガス法 
酸化エチレン（EO）ガス滅菌法 

過酸化水素による滅菌法 

放射線法 放射線滅菌法 

ろ過法 - 

※第十七改正日本薬局方：参考情報より 

 

 

＜スポルティングの分類＞ 

リスク分類 定義 処理 例 

クリティカル 
通常無菌の組織や血

管系に挿入するもの 
滅菌 

手術用器材 

メス・針など 

セミクリティカル 
粘膜および損傷皮膚

に接触するもの 

高水準消毒または 

中水準消毒 

呼吸器回路 

内視鏡 

麻酔関連器材 

体温計（口腔）など 

ノンクリティカル 

粘膜に接触しない健

康な皮膚とのみ接触

するもの。 

あるいは、全く皮膚

と接触しないもの 

洗浄または 

低水準消毒 

血圧測定用カフ 

聴診器 

便座 

ドアノブ 

床頭台のテーブルなど 

 

＜滅菌および消毒の水準分類＞ 

分類 水準分類 

滅菌 芽胞を含むすべての微生物を殺滅 

高水準消毒 大量の芽胞の場合を除いて、すべての微生物を殺滅 

中水準消毒 
芽胞以外のすべての微生物を殺滅するが、なかには殺芽胞性を示

すものがある 

低水準消毒 
結核菌などの抵抗性を有する菌および消毒薬に耐性を有する一部

の菌以外の微生物を殺滅 
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２．手洗い・手指消毒の標準予防策（スタンダードプリコーション） 

○スタンダードプリコーションとは 

1985 年に米国 CDC（国立疾病予防センター）が病院感染対策のガイドラインとして、ユニバ

ーサル・プリコーション（Universal precautions、一般予防策）を提唱した。これは、患者の

血液、体液、分泌物、嘔吐物、排泄物、創傷皮膚、粘膜血液は感染する危険性があるため、そ

の接触をコントロールすることを目的としたものだった。その後、1996 年に、これを拡大し整

理した予防策が、スタンダード・プリコーション（標準予防策）である。「すべての患者の血液、

体液、分泌物、嘔吐物、排泄物、創傷皮膚、粘膜等は、感染する危険性があるものとして取り

扱わなければならない」という考え方を基本としている。 

 

 ※厚生労働省「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版（2019年 3月）」より 

 

 

○適切な手指衛生 

 手指衛生の種類と目的 

 ①日常的手洗い：汚れや有機物及び一過性微生物を除去する 

方法 ：石鹸と流水を用いて 10-15 秒間洗う 

 ②衛生学的手洗い、手指消毒：一過性微生物あるいは常在菌を除去または殺菌する 

方法 ：石鹸や流水を用い 30 秒間以上洗う、または、速乾性手指消毒剤を用いる 

 ③手術時手洗い：一過性微生物の除去および殺菌・皮膚常在菌を著しく減少させ、抑制効果

を持続する 

方法 ：手あれのリスクを減らす目的で、ブラシを使用しない方法として抗菌石鹸と流水で 

2～6 分間手と前腕を充分に揉み洗いした後、完全に乾燥させ速乾性手指消毒剤を

用いる 
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◯流水と石けんによる手洗いを行う時 

①目に見える汚れがある場合 

②芽胞などが手指に付着した場合 

③アルコールに抵抗性のあるウイルス汚染した場合 

◯消毒薬による手洗いを行う時 

①通常の看護や介護の前後 

②手袋をはずした時 

③食べ物を取扱う前 

④清掃の後 

⑤感染症患者さんのケア時 

⑥易感染性患者さんのケア時 

⑦清潔操作や侵襲的医療行為の前 

⑧ICU、隔離病室への入退出時 

⑨汚れたリネンを取扱った後 

⑩汚染器具を取扱った後 

⑪廃棄物を取扱った後、など 

 

ＣＤＣ（アメリカ疾病予防管理センター）の「医療現場における手指衛生のためのガイドラ

イン」によって、手洗いに関するこれまでの考え方が大きく変化し、速乾性擦式アルコール製

剤が感染防止において流水と石けんによる手洗いよりも高く評価されることになった。 

流水による手洗いを有効とする研究の多くは 30～60 秒間をかけた場合の評価に基づきますが、

実際の手洗いは7～10秒間程で、その有効性において科学的根拠は乏しいといえる。 

一方、アルコールは手に付着している細菌を効果的に確実に減少させる上、特別な設備も不

要であり容易に使用できる。また、最近では手荒れ防止剤も配合され、手荒れの問題も改善さ

れてきていることからも、速乾性手指消毒薬の普及を図ることが、感染防止における最善の対

策といえる。ただし、目に見える汚れがある場合は、まず流水と石けんを使用した手洗いが必

要となる。 

 

 

○手指消毒法とその特徴 

消毒法の種類と作用時間 

種類 消毒法 作用時間 

煮沸消毒 シンメルプッシュ煮沸消毒器 100℃ 15分間 

熱水消毒 

ウォッシャーディスインフェクター 

熱水洗濯機 

食器洗浄器 

80～90℃ 3～10分間 

80℃ 10分間 

洗浄＋80℃リンス 

消毒薬 

洗浄法（スクラブ法） 

擦式法（ラビング法） 

清拭法（ワイピング法） 

浸潰法（ベースン法） 

30秒間 

30秒間 

アルコール含浸綿 

30分間 

 

手指の消毒には、洗浄法（スクラブ法）、擦式法（ラビング法）、清拭法（ワイピング法）等があ

り、それぞれの方法は次の表のとおり 
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手指消毒法 

使用 消毒法 解説 

〇 洗浄法（スクラブ法） 

手指消毒（含有洗浄例）を約2-3ml手にとり、よく泡立てなが

ら洗浄（30秒以上）する。さらに流水で洗い、ペーパータオ

ルで拭き取る 

〇 擦式法（ラビング法） 
手指消毒（含有消毒用エタノール）を約3ml手にとりよく擦り

込む、（30秒以上）乾かす（液剤・ゲル剤）。 

〇 清拭法（ワイピング法） 消毒用エタノールを含ませた布または綿で拭き取る 

× 浸漬法（ベースン法） ベーズン内で洗う。交差感染することがあり、禁止 

 

主な手指消毒薬 

消毒薬 消毒薬 剤型 

スクラブ法 
クロルヘキシジングルコン酸（4％） 

ポピドンヨード（7.5％） 

液剤 

液剤 

 

ラビング法 

消毒用エタノール（76.9-81.4％） 

ベンザルコニウム塩化物（0.2％）/消毒用エタノール 

クロルヘキシジングルコン酸（0.2％）/消毒用エタノール 

クロルヘキシジングルコン酸（0.5％）/消毒用エタノール 

クロルヘキシジングルコン酸（1.0％）/消毒用エタノール 

ポピドンヨード（0.5％）/消毒用エタノール 

液剤 

液剤 

液剤 

液剤 

液剤 

液剤 

ゲル剤 

ゲル剤 

ゲル剤 

ワイピング法 
消毒用エタノール（76.9-81.4％） 

イソプロパノール（70％） 

液剤 ゲル剤 

 

ラビング法は、手が汚れているときには無効であることに注意する。手が汚れている場合には、

スクラブ法を使用する。 

 

※厚生労働省「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版（2019年 3月）」より 

 

○手指衛生 

予防策の基本となるもので、手に目に見える汚れがある時には、非抗菌石けんと水、または

抗菌石けんと水で手を洗う。手が目に見えて汚れていなければ擦式消毒用アルコール製剤を用

いて日常的に手の汚れを除去する。  

次の場合には手指衛生を実施する。 

①患者と接する前、②血液、体液、排泄物、粘膜、健常でない皮膚に接触した後、 

③患者や患者周辺の環境表面に接触した後、④手袋を外した後、など。 

 

○個人防護具 

手袋血…液または他の感染性物質、粘膜、健常でない皮膚、潜在的に汚染が予想される健常

な皮膚と接触する場合に着用する。患者ケア時は使い捨てのものを使用し、複数の患者を処置

する時には同じものを着用しない。 

ガウン…血液、体液、分泌物または排泄物との接触が予想される時、皮膚を保護し、衣類の

汚れや汚染を防止するため着用する。処置が終われば脱ぎ、手指衛生を行う。 

マスク・ゴーグル・フェイスシールド…血液、体液、分泌物及び排泄物が飛沫すると思われ
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る患者のケア中には、目、鼻及び口の粘膜を保護するため着用する。 

○呼吸器衛生/咳エチケット 

外来や病院の入り口などで咳やくしゃみが出る時に自分の口や鼻を覆う。ティッシュペーパ

ーや足踏み式のゴミ箱、また外来や待合室内に手指衛生の案内や擦式消毒用アルコール製剤を

備え付ける。呼吸器疾患が流行している時は咳をしている患者にマスクを提供し、共通待合室

にいる人達から1メートルの距離をおくようにする。 

 

○環境に対する注意 

病原体で汚染されていると思われる表面を他の表面の場合に比べて高頻度に清掃する。 

小児患者のケアをする施設などでは、定期的に玩具を洗浄するための方針及び方法を作成する。 

 

○布地及び洗濯物 

空中や人への汚染を避けるために、布地及び織物の振りかざしを最小限として取り扱う。 

 

○安全な注射措置 

複数の患者に 1本の注射器から投薬してはいけない。可能であれば静脈投与のために、1 回分

の用量のバイアルを使用する。複数回投与用バイアルを使用しなければならない場合には、注

射針またはカニューレと注射器は無菌でなければならない。 

救急患者処置区域においては複数回投与用バイアルを保管してはならず、製造者の勧告に従

って保存する。 

 

○特殊な腰椎穿刺処置に関する感染予防策 

脊髄造影、腰椎穿刺、及び脊髄麻酔または硬膜外麻酔後の髄膜炎では、口腔内常在菌である

連鎖球菌が原因となることが多いため、術者は（口からの飛沫を防止するために）サージカル

マスクを着用する。 

 

※参考：国立大学医学部附属病院感染対策協議会病院感染対策ガイドラインより 
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３．滅菌法 

 滅菌とは、物質中の全ての微生物を殺菌又は除去することをいう。滅菌法は、一般に、微生

物の種類、汚染状況、滅菌されるものの性質及び状態に応じて、通例、次に示す方法を単独で

又は併用して行う。 

 滅菌の適否は、通例、無菌試験法により判定する。 滅菌操作は、温度、圧力等が目的とす

る滅菌条件に適合していることを十分確認して行わなければならない。なお、滅菌条件の選定

又は滅菌効果の確認等を行うとき、それぞれの滅菌条件に適した指標菌を用いることができる。 

  

〇加熱滅菌法 

加熱殺菌法を行うとき、温度又は圧力等が規定の滅菌条件に至るまでの加熱時間は、滅菌さ

れるものの性質、容器の大きさ及び収納状態等により異なる。なお、滅菌時間は、滅菌される

ものの全ての部分が規定の温度に達してから起算する。 

 

①火炎滅菌法 

火炎中で加熱することによって微生物を殺滅する方法で、主としてガラス製、磁製又は金属

製の物品等で、火炎によって破損しないもので用いる。通例、ブンゼンバーナー又はアルコー

ルランプの火炎中で20秒以上加熱する。 

検査（特に細菌検査）用器具の部分的滅菌、廃棄物の焼却などで用いられる。 

 

②乾熱滅菌法 

乾燥空気中で加熱することによって微生物を滅菌する方法で、主としてガラス製、磁製、金

属製もしくは繊維製の物品、鉱油、脂肪、脂肪油、試薬又は固形の飼料添加物等で乾燥高温に

耐えるものに用いる。ガス又は電気により直接加熱する方式、加熱した空気を循環させて乾燥

高温状態を保つ方式等があり、通例、次のいずれかの条件で滅菌を行う。 

 

135～145℃…3～5時間、160～170℃…2～4時間、180～200℃…0.5～1時間 

200℃以上…0.5時間以上 

 

また、密封容器に入れた飼料添加物の水溶液等で高温に耐えるものは、134～138℃で 3 分以

上乾熱する方法を用いることができる。使用温度がかなり高温（160～180℃）となるため、そ

の適用範囲は比較限定され、ガラス器具・軟膏・粉末などの滅菌に主に用いられる。 

 

③高圧蒸気滅菌法（オートクレーブ殺菌） 

適当な温度及び圧力の飽和水蒸気中で加熱することにより微生物を殺滅する方法で、主とし

てガス製、磁製、金属製、ゴム製、紙製若しくは繊維製の物品、水、培地、試薬・試液又は液

状の飼料添加物等で、高温高圧水蒸気に耐えるものに用いる。滅菌を確実にするために、滅菌

器中の空気は操作中排気口からできる限り排除し、殺菌されるものが飽和水蒸気で満たされる

ようにしなければならない。通例、次のいずれかの条件で滅菌を行う。 

 

115℃（0.7㎏/㎠）30分間、121℃（1.0㎏/㎠）20分間、126℃（1.4㎏/㎠）15分間 

 

滅菌処理に要する時間、コストが比較的少なく、適用範囲も広い点が長所。鋼製手術器械、

リネン類、ゴム手袋など高温・高湿に耐えうる物質の滅菌に病院、研究所、産業分野等で広く

用いられている。 
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④煮沸滅菌法 

沸騰水中に沈め、加熱することにより微生物を殺滅する方法で、主としてガラス製、磁製、

金属製、ゴム製若しくは繊維製の物品、培地、試薬・試液又は液状の飼料添加物等で、乾熱滅

菌法又は高圧蒸気滅菌法により変質するおそれのあるものに用いる。なお、その効果を上げる

ため、沸騰水中に炭酸ナトリウムを 1～2％加えることがある。通例、沸騰水中に沈め、15 分以

上煮沸して滅菌を行う。鋼製手術・診断用器械、注射器等の消毒に広く用いられてきた方法で

あるが、次第に高圧蒸気滅菌法に代わりつつある。 

 

〇照射滅菌法 

①放射線滅菌…ガンマ線滅菌法 

放射性同位元素を含む線源からのガンマ線を照射することにより微生物を殺菌する方法で、

主としてガラス製、磁製、金属製、ゴム製、プラスチック製又は繊維製の物品等で、放射線照

射に耐えるものに用いる。通例、60Co 又は 137Cs 等を含む放射線源が用いられ、滅菌されるも

のの材質、物理的・化学的性状又は汚染状況等により照射総線量を調節し、滅菌を行う。適用

後の品質の変化には特に注意を要する。 

※ガンマ線は対象物の変色、変質が生じる場合があり、電子線で照射滅菌も実施されている。 

 

②紫外線殺菌法 

紫外線を照射することにより微生物を殺滅する方法で、主としてガラス製、金属製、ゴム製、

プラスチック製若しくは繊維製の比較的平滑な物品表面 、施設、設備、水又は飼料添加物等で、

紫外線照射に耐えるものに用いられる。通例、200～300nm の紫外線が用いられるが、長時間の

照射では、ゴム、プラスチックが変質することがある。 

 

〇化学的滅菌法 

①ガス滅菌法 

 エチレンオキサイド又はホルムアルデヒド等の殺菌性ガスを用いて微生物を殺滅する方法で、

主としてガラス製、磁製、金属製、ゴム製、プラスチック製又は繊維製の物品、施設、設備又

は粉末の飼料添加物等で、使用するガスにより変質しないものに用いる。なお、温度、湿度、

ガス濃度又は時間を調節するために主としてガス滅菌器を用いる。滅菌した後、使用したガス

の残留又はその副生成物には、特に注意する。 

※酸化エチレンガスの残留による影響が考えられ、炭酸ガスによる滅菌が検討されている 

 

②薬液滅菌法 

 薬液を用いて微生物を殺滅する方法で、主としてガラス製、磁製、金属製、ゴム製、プラス

チック製又は繊維製の物品、手指、無菌箱又は無菌設備等で、使用する薬液により変質しない

ものに用いる。通例、消毒用エタノール、0.1％～1w/v％塩化ベンザルコニウム溶液、クレゾー

ル水、フェノール水又はホルマリン水等が用いられる。 

 

※飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令より 
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〇学校での歯・口腔等の健康診断時の消毒と滅菌について 

器具はオートクレーブ等による滅菌法を採用するのが望ましい。 

 

日本学校歯科医会「学校歯科医の活動指針」では、 

①Ｂ型肝炎ウイルスを代表とする感染力の強力な病原微生物が蔓延しており、歯・口腔の健康

診断に用いる器具等の消毒・滅菌は更に厳重に行う必要がある。 

②器具はオートクレーブ等による滅菌法を採用するのが望ましい。このため検診器具の数を整

え、検診当日の児童生徒人数分の器具を準備しておくべきである。 

③口腔内には手指を挿入しないようにして、歯鏡等を操作して検診する。病的な皮膚や粘膜に

触れた場合は、手指を十分に消毒する。 

 

学校等における口腔ケアの現場では、高圧蒸気殺菌器（オートクレーブ）を用いて、使用器

具の煮沸滅菌が行われている。一度に煮沸滅菌できる使用器具の「数」や「量」は容量の関係

で限られているため、当日の人数の増減により対応が困難な場合がある。器具による感染等を

防ぐため、使い捨てが可能な器具で対応していく等の検討は必要である。 

 

〇医療器具の再生処理と感染予防対策について 

①クリティカル➝洗浄➝すすぎ➝乾燥➝滅菌➝保管 

（クリティカル…通常無菌の組織や血管に挿入される物） 

②セミクリティカル➝洗浄➝すすぎ➝消毒（高水準・中水準）➝すすぎ➝乾燥保管 

（セミクリティカル…損傷のない粘膜及び創のある皮膚に接触する物） 

③ノンクリティカル➝洗浄➝すすぎ➝乾燥保管※消毒する場合は低水準消毒 

（ノンクリティカル…損傷のない皮膚と接触する物） 

 

＜医療機器の洗浄＞ 

・医療機器を安全に管理し、適切な洗浄、消毒又は滅菌を行うとともに、消毒薬や滅菌用ガス

が生体に有害な影響を与えないよう十分に配慮すること 

・使用済み医療機器は、消毒、滅菌に先立ち、洗浄を十分行うことが必要だが、その方法とし

て、現場での一次洗浄は極力行わず、可能な限り中央部門で一括して十分な洗浄を行うこと 

 

 

〇滅菌・殺菌・消毒について 

①滅菌…「滅」とは「全滅」の滅であり、滅菌といえば意味的には菌に対しては最も厳しい対

応、ということとなる。つまり、すべての菌（微生物やウイルスなど）を、死滅させ除去す

ることで、日本薬局方では微生物の生存する確率が 100 万分の 1 以下になることをもって、

滅菌と定義している。しかし、これは現実的には、人体ではあり得ない状況（たとえばヒト

の手を滅菌するには、人体の細胞ごと殺さなければならないことになる）で、器具などの菌

に対しての用語だと考えられている。 

②殺菌…これは、文字通り「菌を殺す」ということを指している。細菌を死滅させる、という

意味ですが、この用語には、殺す対象や殺した程度を含んではいない。このため、その一部

を殺しただけでも殺菌といえる、と解されており、厳密にはこの用語を使う場合は、有効性

を保証したものではない、ともいえる。また、この「殺菌」という表現は、※1 薬事法の対象

となる消毒薬などの「医薬品」や、薬用石けんなどの「医薬部外品」で使うことはできます

が、洗剤や漂白剤などの「雑貨品」については、使用できないことになっている。 
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③消毒…物体や生体に、付着または含まれている病原性微生物を、死滅または除去させ、害の

ない程度まで減らしたり、あるいは感染力を失わせるなどして、毒性を無力化させること、

をいう。消毒も殺菌も、※1 薬事法の用語であり、一般に「消毒殺菌」という慣用語が使われ

ることもあり、消毒の手段として殺菌が行なわれることもある。ただし、病原性をなくする

方法としては殺菌以外にもあるので、滅菌とも殺菌とも違うという意味で、使い分けがされ

ている。 

 

〇除菌・抗菌・減菌について 

➀除菌…物体や液体といった対象物や、限られた空間に含まれる微生物の数を減らし、清浄度

を高めることをいう、とされている。これは、学術的な専門用語としてはあまり使われてい

ない言葉だが、法律上では食品衛生法の省令で「ろ過等により、原水等に由来して当該食品

中に存在し、かつ、発育し得る微生物を除去することをいう」と規定されている。いろいろ

な商品で、この性能を訴求する商品もたくさん出てきており、除菌の方法も洗浄やろ過など、

各分野でさまざまな意味づけが行なわれたり、それぞれ程度の範囲を示している、と考えら

れる。たとえば、洗剤・石けん公正取引協議会が定義する除菌とは、「物理的、化学的または

生物学的作用などにより、対象物から増殖可能な細菌の数（生菌数）を、有効数減少させる

こと」で、この細菌にはカビや酵母などの真菌類は含まれない。 

②抗菌…これも、近頃では幅広い商品に謳われるようになったが、「抗菌」とは「菌の繁殖を防

止する」という意味である。経済産業省の定義では、抗菌の対象を細菌のみとしている。JIS 

規格でその試験法を規定しているが、抗菌仕様製品では、カビ、黒ずみ、ヌメリは効果の対

象外とされている。菌を殺したり減少させるのではなく、繁殖を阻止するわけだが、これも

対象やその程度を含まない概念である。 

➂減菌…微生物を特に限定せずその量を減少させる、という意味で、「消毒」と同じように器

具・用具などについて使われることがある。 

 ※日本石鹸洗剤工業会（JSDA）：石けん洗剤の基礎より 

 

 

４．消毒薬の基礎知識 

○消毒薬の効果に影響を及ぼす因子（消毒の三大要素） 

①濃度…一般に高濃度ほど作用が強い。最も影響を受けるのはエタノールで、60～95％で最強。

クレゾール石鹸も強く影響を受ける。これらは、一定の濃度以下ではほとんど殺菌効果が期

待できないので注意する必要がある。一方、逆性石鹸、両性界面活性剤、クロルヘキシジン、

ヨードホールは希釈によって殺菌力が低下するが、作用時間を長くすることにより殺菌効果

が得られる（一般に、濃度を1/2にすると作用時間は4～8倍も必要になる）。 

②温度…一般に高温な程作用も強い。消毒薬の効力試験は 20～25℃で行われており、20℃を最

低温度として使用することが望ましい。 

③時間…作用時間は濃度と温度に影響を受ける。両性界面活性剤、逆性石鹸、ホルマリンは持

続性があり、低濃度でも作用時間を長くすれば殺菌効果が得られる。一方、次亜鉛素酸ナト

リウム、ヨードホールも濃度により作用時間の影響を受けるが、長時間の持続作用は認めら

れない。エタノールと同様に即効性を発揮できる十分な濃度で使用することが望ましい。 

※社団法人全国家畜畜産物衛生指導協会「消毒法Ｑ＆Ａ」より 
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＜用途別分類＞ 

 

用途別    

 

消毒剤 

手 

指 

皮 

膚 

手術 

部位 

創傷 

部位 排 

泄 

物 

金 

属 

器 

具 

非 

金 

属 

器 

具 

環 

境 皮 

膚 

粘 

膜 

皮 

膚 

粘 

膜 

高 

水 

準 

グルタラール × × × × × × ◯ ◯ × 

過酢酸 × × × × × × 
◯

※1 

◯ 

※3 
× 

フタラール × × × × × × ◯ ◯ × 

中 

水 

準 

次亜塩素酸ナトリウム △ △ △ × × ◯ × ◯ ◯ 

ポピドンヨード ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ × × × × 

エタノール ◯ ◯ × × × × 
◯ 

※2 

◯ 

※3 
× 

エタノール・ラビング ◯ × × × × × × × × 

イソプロパノール ◯ × × × × × 
◯ 

※2 

◯ 

※3 
× 

低 

水 

準 

塩化ベンザルコニウム・エタノール ◯ × × × × × × × × 

グルコン酸クロルヘキシジン・エタノール × ◯ × × × × 
◯ 

※2 

◯ 

※3 
× 

クレゾール石ケン液 △ △ × × × ◯ △ △ △ 

オキシドール × × × ◯ ◯ × × × × 

塩化ベンザルコニウム ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ △ 
◯ 

※2 

◯ 

※3 
◯ 

8％エタノール添加塩化ベンザルコニウム ◯ ◯ × × × △ 
◯ 

※2 

◯ 

※3 
◯ 

防錆剤添加ベンザルコニウム塩化物 × × × × × × 
◯

※2 

◯ 

※3 
× 

塩化ベンゼトニウム ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ △ 
◯ 

※2 

◯ 

※3 
◯ 

塩化アルキルジアミノエチルグリシン ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ △ 
◯

※2 

◯ 

※3 
◯ 

グルコン酸クロルヘキシジン ◯ ◯ × ◯ × × 
◯ 

※2 

◯ 

※4 
◯ 

グルコン酸クロルヘキシジン・スクラブ ◯ × × × × × × × × 

アクリノール ◯※5 × × × × 

※1：腐食のため、鉄、銅、真ちゅう、亜鉛銅板、炭素鋼の材質には使用できない 

※2：長時間浸漬時には、防錆剤添加 

※3：ゴム、樹脂製品などを変質・変色することがある 

※4：着色製剤の場合、接着剤を使用したガラス器具などを長期保存しないこと 

※5：化膿局所の場合に0.05～0.2％溶液使用 
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＜抗微生物スペクトルによる分類＞ 

 

消毒対象微物 

 

 

 

 

消毒剤 

 

一 

般 

細 

胞 

梅 

毒 

ト 

レ 

ポ 

ネ 

｜ 

マ 

緑 

膿 

菌 

Ｍ 

Ｒ 

Ｓ 

Ａ 

結 

核 

菌 

芽 

胞 

菌 

真 

菌 

一 

般 

ウ 

ィ 

ル 

ス 

Ｈ 

Ｂ 

Ｖ 

・ 

Ｈ 

Ｃ 

Ｖ 

Ｈ 

Ｉ 

Ｖ 

高 

水 

準 

グルコン酸 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

過酢酸 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

フタラール ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

中 

水 

準 

ホルマリン ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ △ ◯ ◯ ◯ ◯ 

次亜塩素酸ナトリウム ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ △ ◯ ◯ ◯ ◯ 

ポピドンヨード ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ × ◯ ◯ ◯ ◯ 

エタノール ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ × ◯ ◯ ◯ ◯ 

エタノール・ラビング ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ × ◯ ◯ ◯ ◯ 

イソプロパノール ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ × ◯ △ ◯ ◯ 

グルコン酸クロルヘキシジン・エタノール ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ × ◯ ◯ ◯ ◯ 

クレゾール石ケン液 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ × ◯ × × △ 

オキシドール ◯    × △  ◯  ◯ 

低 

水 

準 

塩化ベンザルコニウム ◯ ◯ ◯ ◯ × × △ △ × × 

8％エタノール添加塩化ベンザルコニウム ◯ ◯ ◯ ◯ × × △ △ × × 

塩化ベンザルコニウム ◯ ◯ ◯ ◯ × × △ △ × × 

塩化アルキルジアミノエチルグリシン ◯ ◯ ◯ ◯ △ × △ △ × × 

グルコン酸クロルヘキシジン ◯ ◯ ◯ ◯ × × △ × × × 

グルコン酸クロルヘキシジン・スクラブ ◯ ◯ ◯ ◯ × × △ × × × 

アクリノール ◯    × ×   × × 

◯：有効 

△：効果が得られにくいが、高濃度の場合や時間をかければ有効となる場合がある 

×：無効 

 

 ※参考：国立大学医学部附属病院感染対策協議会病院感染対策ガイドラインより 
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薬剤師が知っておくべき感染症予防対策ついて（消毒編） 

 
 拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
 平素より、本会業務に格別のご厚情を賜り、厚くお礼申し上げます。 
 さて、標記につきまして、日本薬剤師会より別添のとおり連絡がありましたの

でお知らせいたします。 
薬局や店舗等での感染症予防対策を行う際の参考として活用いただける内容

となっております。 
ご多忙中のことと存じますが、貴会会員へのご周知方よろしくお願い申し上

げます。 
敬 具 
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令和２年２月 19 日  

 

都道府県薬剤師会担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副 会 長  安 部  好 弘 

 

 

「薬剤師が知っておくべき感染症予防対策（消毒編）」について 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度、本会公衆衛生委員会において、別添のとおり「薬剤師が知っておくべ

き感染症予防対策について（消毒編）」を作成しましたのでお知らせ致します。 

本資料は、薬剤師における感染症予防対策について取りまとめたものです。今

般の新型コロナウイルスの感染予防対策のために作成したものではありませんが、

薬局や店舗等での感染症予防対策を行う際の参考として活用いただきたいと存じ

ます。 

つきましては、貴会会員にご周知下さいますようよろしくお願い申し上げます。 

なお、本取りまとめについては本会ホームページの会員専用ページに掲載予定

であることを申し添えます。 

 

（別添） 

薬剤師が知っておくべき感染症予防対策について（消毒編） 

（日本薬剤師会 公衆衛生委員会） 
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薬剤師が知っておくべき感染予防対策（消毒編） 
 

１．消毒と滅菌の基本 

消毒とは具体的には熱（熱水、蒸気）、消毒薬を用いて、ウイルスや細菌を殺滅することだが、

消毒・滅菌について悩まないためには、熱消毒の効果や消毒薬の適応、滅菌法の知識、人体や

対象物の材質等への影響、毒性などへの十分な知識が必要となる。 

 

①消毒…生存する微生物の数を減らすために用いられる処置法で、ヒトに対して有害な微生物

又は目的とする対象微生物のみを殺滅すること。必ずしも微生物をすべて殺滅したり除去し

たりするものではない。 

②滅菌…すべての微生物を殺滅または除去すること。 

③洗浄…物質から有機物や異物を除去すること。 

 

＜消毒法・滅菌法の分類など＞ 

 

消毒法には、化学薬剤を用いた清拭，噴霧，浸漬等の方法があり、設備、床、壁又は清浄区

域や無菌操作区域に搬入する容器及び環境モニタリング用培地を梱包した資材の表面等の局所

的な部位に生存する微生物を減少させるのに用いられる。消毒法を適用する表面の消毒剤に対

する腐食性などの性質、及び汚染微生物の種類や数などの汚染状態を考慮し、通例、表 1 に示

す消毒剤を単独又は併用して用いる。 

本法は、対象物又は局所的な部位に生存する微生物を全て死滅させたり、除去したりするも

のではないが、適用に当たっては有効性が確認された消毒剤を採用すること。また、消毒剤と

して使用する化学薬剤の微生物に対する効果は、使用濃度、作用温度、接触時間、表面の汚染

状態等によって異なる。本法を適用するに当たっては、消毒剤の使用期限，消毒剤の汚染、残

存した化学物質の医薬品品質に与える影響、及び対象となる資材の変色、変形、腐食などの劣

化について注意を要する 

 

 

表１ 消毒剤の種類、使用濃度例、作用機作 

分類 消毒剤 使用濃度例 作用機作 

酸化剤 

過酢酸 0.3w/v％ 

酸化作用 過酸化水素 3w/v％ 

次亜塩素酸ナトリウム 0.02～0.05％ 

アルコール系 
イソプロパノール 50～70％ タンパク質や核酸の

変性 エタノール 76.9～81.4vol％ 

界面活性剤系 

ベンザルコニウム塩化物 0.05～0.2％ タンパク質の変性 

ベンゼトニウム塩化物 0.05～0.5％ 細胞膜機能の障害、

タンパク質の凝固・

変性 

ビグアナイド系 クロルヘキシジングルコン酸塩 0.05～0.5％ 細菌の酵素阻害や細

胞質膜を変質・損傷 
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滅菌法 

滅菌法 分類 

加熱法 

湿熱滅菌法 

乾熱滅菌法 

高周波滅菌法 

ガス法 
酸化エチレン（EO）ガス滅菌法 

過酸化水素による滅菌法 

放射線法 放射線滅菌法 

ろ過法 - 

※第十七改正日本薬局方：参考情報より 

 

 

＜スポルティングの分類＞ 

リスク分類 定義 処理 例 

クリティカル 
通常無菌の組織や血

管系に挿入するもの 
滅菌 

手術用器材 

メス・針など 

セミクリティカル 
粘膜および損傷皮膚

に接触するもの 

高水準消毒または 

中水準消毒 

呼吸器回路 

内視鏡 

麻酔関連器材 

体温計（口腔）など 

ノンクリティカル 

粘膜に接触しない健

康な皮膚とのみ接触

するもの。 

あるいは、全く皮膚

と接触しないもの 

洗浄または 

低水準消毒 

血圧測定用カフ 

聴診器 

便座 

ドアノブ 

床頭台のテーブルなど 

 

＜滅菌および消毒の水準分類＞ 

分類 水準分類 

滅菌 芽胞を含むすべての微生物を殺滅 

高水準消毒 大量の芽胞の場合を除いて、すべての微生物を殺滅 

中水準消毒 
芽胞以外のすべての微生物を殺滅するが、なかには殺芽胞性を示

すものがある 

低水準消毒 
結核菌などの抵抗性を有する菌および消毒薬に耐性を有する一部

の菌以外の微生物を殺滅 

 

  



3 

 

２．手洗い・手指消毒の標準予防策（スタンダードプリコーション） 

○スタンダードプリコーションとは 

1985 年に米国 CDC（国立疾病予防センター）が病院感染対策のガイドラインとして、ユニバ

ーサル・プリコーション（Universal precautions、一般予防策）を提唱した。これは、患者の

血液、体液、分泌物、嘔吐物、排泄物、創傷皮膚、粘膜血液は感染する危険性があるため、そ

の接触をコントロールすることを目的としたものだった。その後、1996 年に、これを拡大し整

理した予防策が、スタンダード・プリコーション（標準予防策）である。「すべての患者の血液、

体液、分泌物、嘔吐物、排泄物、創傷皮膚、粘膜等は、感染する危険性があるものとして取り

扱わなければならない」という考え方を基本としている。 

 

 ※厚生労働省「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版（2019年 3月）」より 

 

 

○適切な手指衛生 

 手指衛生の種類と目的 

 ①日常的手洗い：汚れや有機物及び一過性微生物を除去する 

方法 ：石鹸と流水を用いて 10-15 秒間洗う 

 ②衛生学的手洗い、手指消毒：一過性微生物あるいは常在菌を除去または殺菌する 

方法 ：石鹸や流水を用い 30 秒間以上洗う、または、速乾性手指消毒剤を用いる 

 ③手術時手洗い：一過性微生物の除去および殺菌・皮膚常在菌を著しく減少させ、抑制効果

を持続する 

方法 ：手あれのリスクを減らす目的で、ブラシを使用しない方法として抗菌石鹸と流水で 

2～6 分間手と前腕を充分に揉み洗いした後、完全に乾燥させ速乾性手指消毒剤を

用いる 
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◯流水と石けんによる手洗いを行う時 

①目に見える汚れがある場合 

②芽胞などが手指に付着した場合 

③アルコールに抵抗性のあるウイルス汚染した場合 

◯消毒薬による手洗いを行う時 

①通常の看護や介護の前後 

②手袋をはずした時 

③食べ物を取扱う前 

④清掃の後 

⑤感染症患者さんのケア時 

⑥易感染性患者さんのケア時 

⑦清潔操作や侵襲的医療行為の前 

⑧ICU、隔離病室への入退出時 

⑨汚れたリネンを取扱った後 

⑩汚染器具を取扱った後 

⑪廃棄物を取扱った後、など 

 

ＣＤＣ（アメリカ疾病予防管理センター）の「医療現場における手指衛生のためのガイドラ

イン」によって、手洗いに関するこれまでの考え方が大きく変化し、速乾性擦式アルコール製

剤が感染防止において流水と石けんによる手洗いよりも高く評価されることになった。 

流水による手洗いを有効とする研究の多くは 30～60 秒間をかけた場合の評価に基づきますが、

実際の手洗いは7～10秒間程で、その有効性において科学的根拠は乏しいといえる。 

一方、アルコールは手に付着している細菌を効果的に確実に減少させる上、特別な設備も不

要であり容易に使用できる。また、最近では手荒れ防止剤も配合され、手荒れの問題も改善さ

れてきていることからも、速乾性手指消毒薬の普及を図ることが、感染防止における最善の対

策といえる。ただし、目に見える汚れがある場合は、まず流水と石けんを使用した手洗いが必

要となる。 

 

 

○手指消毒法とその特徴 

消毒法の種類と作用時間 

種類 消毒法 作用時間 

煮沸消毒 シンメルプッシュ煮沸消毒器 100℃ 15分間 

熱水消毒 

ウォッシャーディスインフェクター 

熱水洗濯機 

食器洗浄器 

80～90℃ 3～10分間 

80℃ 10分間 

洗浄＋80℃リンス 

消毒薬 

洗浄法（スクラブ法） 

擦式法（ラビング法） 

清拭法（ワイピング法） 

浸潰法（ベースン法） 

30秒間 

30秒間 

アルコール含浸綿 

30分間 

 

手指の消毒には、洗浄法（スクラブ法）、擦式法（ラビング法）、清拭法（ワイピング法）等があ

り、それぞれの方法は次の表のとおり 
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手指消毒法 

使用 消毒法 解説 

〇 洗浄法（スクラブ法） 

手指消毒（含有洗浄例）を約2-3ml手にとり、よく泡立てなが

ら洗浄（30秒以上）する。さらに流水で洗い、ペーパータオ

ルで拭き取る 

〇 擦式法（ラビング法） 
手指消毒（含有消毒用エタノール）を約3ml手にとりよく擦り

込む、（30秒以上）乾かす（液剤・ゲル剤）。 

〇 清拭法（ワイピング法） 消毒用エタノールを含ませた布または綿で拭き取る 

× 浸漬法（ベースン法） ベーズン内で洗う。交差感染することがあり、禁止 

 

主な手指消毒薬 

消毒薬 消毒薬 剤型 

スクラブ法 
クロルヘキシジングルコン酸（4％） 

ポピドンヨード（7.5％） 

液剤 

液剤 

 

ラビング法 

消毒用エタノール（76.9-81.4％） 

ベンザルコニウム塩化物（0.2％）/消毒用エタノール 

クロルヘキシジングルコン酸（0.2％）/消毒用エタノール 

クロルヘキシジングルコン酸（0.5％）/消毒用エタノール 

クロルヘキシジングルコン酸（1.0％）/消毒用エタノール 

ポピドンヨード（0.5％）/消毒用エタノール 

液剤 

液剤 

液剤 

液剤 

液剤 

液剤 

ゲル剤 

ゲル剤 

ゲル剤 

ワイピング法 
消毒用エタノール（76.9-81.4％） 

イソプロパノール（70％） 

液剤 ゲル剤 

 

ラビング法は、手が汚れているときには無効であることに注意する。手が汚れている場合には、

スクラブ法を使用する。 

 

※厚生労働省「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版（2019年 3月）」より 

 

○手指衛生 

予防策の基本となるもので、手に目に見える汚れがある時には、非抗菌石けんと水、または

抗菌石けんと水で手を洗う。手が目に見えて汚れていなければ擦式消毒用アルコール製剤を用

いて日常的に手の汚れを除去する。  

次の場合には手指衛生を実施する。 

①患者と接する前、②血液、体液、排泄物、粘膜、健常でない皮膚に接触した後、 

③患者や患者周辺の環境表面に接触した後、④手袋を外した後、など。 

 

○個人防護具 

手袋血…液または他の感染性物質、粘膜、健常でない皮膚、潜在的に汚染が予想される健常

な皮膚と接触する場合に着用する。患者ケア時は使い捨てのものを使用し、複数の患者を処置

する時には同じものを着用しない。 

ガウン…血液、体液、分泌物または排泄物との接触が予想される時、皮膚を保護し、衣類の

汚れや汚染を防止するため着用する。処置が終われば脱ぎ、手指衛生を行う。 

マスク・ゴーグル・フェイスシールド…血液、体液、分泌物及び排泄物が飛沫すると思われ
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る患者のケア中には、目、鼻及び口の粘膜を保護するため着用する。 

○呼吸器衛生/咳エチケット 

外来や病院の入り口などで咳やくしゃみが出る時に自分の口や鼻を覆う。ティッシュペーパ

ーや足踏み式のゴミ箱、また外来や待合室内に手指衛生の案内や擦式消毒用アルコール製剤を

備え付ける。呼吸器疾患が流行している時は咳をしている患者にマスクを提供し、共通待合室

にいる人達から1メートルの距離をおくようにする。 

 

○環境に対する注意 

病原体で汚染されていると思われる表面を他の表面の場合に比べて高頻度に清掃する。 

小児患者のケアをする施設などでは、定期的に玩具を洗浄するための方針及び方法を作成する。 

 

○布地及び洗濯物 

空中や人への汚染を避けるために、布地及び織物の振りかざしを最小限として取り扱う。 

 

○安全な注射措置 

複数の患者に 1本の注射器から投薬してはいけない。可能であれば静脈投与のために、1 回分

の用量のバイアルを使用する。複数回投与用バイアルを使用しなければならない場合には、注

射針またはカニューレと注射器は無菌でなければならない。 

救急患者処置区域においては複数回投与用バイアルを保管してはならず、製造者の勧告に従

って保存する。 

 

○特殊な腰椎穿刺処置に関する感染予防策 

脊髄造影、腰椎穿刺、及び脊髄麻酔または硬膜外麻酔後の髄膜炎では、口腔内常在菌である

連鎖球菌が原因となることが多いため、術者は（口からの飛沫を防止するために）サージカル

マスクを着用する。 

 

※参考：国立大学医学部附属病院感染対策協議会病院感染対策ガイドラインより 
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３．滅菌法 

 滅菌とは、物質中の全ての微生物を殺菌又は除去することをいう。滅菌法は、一般に、微生

物の種類、汚染状況、滅菌されるものの性質及び状態に応じて、通例、次に示す方法を単独で

又は併用して行う。 

 滅菌の適否は、通例、無菌試験法により判定する。 滅菌操作は、温度、圧力等が目的とす

る滅菌条件に適合していることを十分確認して行わなければならない。なお、滅菌条件の選定

又は滅菌効果の確認等を行うとき、それぞれの滅菌条件に適した指標菌を用いることができる。 

  

〇加熱滅菌法 

加熱殺菌法を行うとき、温度又は圧力等が規定の滅菌条件に至るまでの加熱時間は、滅菌さ

れるものの性質、容器の大きさ及び収納状態等により異なる。なお、滅菌時間は、滅菌される

ものの全ての部分が規定の温度に達してから起算する。 

 

①火炎滅菌法 

火炎中で加熱することによって微生物を殺滅する方法で、主としてガラス製、磁製又は金属

製の物品等で、火炎によって破損しないもので用いる。通例、ブンゼンバーナー又はアルコー

ルランプの火炎中で20秒以上加熱する。 

検査（特に細菌検査）用器具の部分的滅菌、廃棄物の焼却などで用いられる。 

 

②乾熱滅菌法 

乾燥空気中で加熱することによって微生物を滅菌する方法で、主としてガラス製、磁製、金

属製もしくは繊維製の物品、鉱油、脂肪、脂肪油、試薬又は固形の飼料添加物等で乾燥高温に

耐えるものに用いる。ガス又は電気により直接加熱する方式、加熱した空気を循環させて乾燥

高温状態を保つ方式等があり、通例、次のいずれかの条件で滅菌を行う。 

 

135～145℃…3～5時間、160～170℃…2～4時間、180～200℃…0.5～1時間 

200℃以上…0.5時間以上 

 

また、密封容器に入れた飼料添加物の水溶液等で高温に耐えるものは、134～138℃で 3 分以

上乾熱する方法を用いることができる。使用温度がかなり高温（160～180℃）となるため、そ

の適用範囲は比較限定され、ガラス器具・軟膏・粉末などの滅菌に主に用いられる。 

 

③高圧蒸気滅菌法（オートクレーブ殺菌） 

適当な温度及び圧力の飽和水蒸気中で加熱することにより微生物を殺滅する方法で、主とし

てガス製、磁製、金属製、ゴム製、紙製若しくは繊維製の物品、水、培地、試薬・試液又は液

状の飼料添加物等で、高温高圧水蒸気に耐えるものに用いる。滅菌を確実にするために、滅菌

器中の空気は操作中排気口からできる限り排除し、殺菌されるものが飽和水蒸気で満たされる

ようにしなければならない。通例、次のいずれかの条件で滅菌を行う。 

 

115℃（0.7㎏/㎠）30分間、121℃（1.0㎏/㎠）20分間、126℃（1.4㎏/㎠）15分間 

 

滅菌処理に要する時間、コストが比較的少なく、適用範囲も広い点が長所。鋼製手術器械、

リネン類、ゴム手袋など高温・高湿に耐えうる物質の滅菌に病院、研究所、産業分野等で広く

用いられている。 
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④煮沸滅菌法 

沸騰水中に沈め、加熱することにより微生物を殺滅する方法で、主としてガラス製、磁製、

金属製、ゴム製若しくは繊維製の物品、培地、試薬・試液又は液状の飼料添加物等で、乾熱滅

菌法又は高圧蒸気滅菌法により変質するおそれのあるものに用いる。なお、その効果を上げる

ため、沸騰水中に炭酸ナトリウムを 1～2％加えることがある。通例、沸騰水中に沈め、15 分以

上煮沸して滅菌を行う。鋼製手術・診断用器械、注射器等の消毒に広く用いられてきた方法で

あるが、次第に高圧蒸気滅菌法に代わりつつある。 

 

〇照射滅菌法 

①放射線滅菌…ガンマ線滅菌法 

放射性同位元素を含む線源からのガンマ線を照射することにより微生物を殺菌する方法で、

主としてガラス製、磁製、金属製、ゴム製、プラスチック製又は繊維製の物品等で、放射線照

射に耐えるものに用いる。通例、60Co 又は 137Cs 等を含む放射線源が用いられ、滅菌されるも

のの材質、物理的・化学的性状又は汚染状況等により照射総線量を調節し、滅菌を行う。適用

後の品質の変化には特に注意を要する。 

※ガンマ線は対象物の変色、変質が生じる場合があり、電子線で照射滅菌も実施されている。 

 

②紫外線殺菌法 

紫外線を照射することにより微生物を殺滅する方法で、主としてガラス製、金属製、ゴム製、

プラスチック製若しくは繊維製の比較的平滑な物品表面 、施設、設備、水又は飼料添加物等で、

紫外線照射に耐えるものに用いられる。通例、200～300nm の紫外線が用いられるが、長時間の

照射では、ゴム、プラスチックが変質することがある。 

 

〇化学的滅菌法 

①ガス滅菌法 

 エチレンオキサイド又はホルムアルデヒド等の殺菌性ガスを用いて微生物を殺滅する方法で、

主としてガラス製、磁製、金属製、ゴム製、プラスチック製又は繊維製の物品、施設、設備又

は粉末の飼料添加物等で、使用するガスにより変質しないものに用いる。なお、温度、湿度、

ガス濃度又は時間を調節するために主としてガス滅菌器を用いる。滅菌した後、使用したガス

の残留又はその副生成物には、特に注意する。 

※酸化エチレンガスの残留による影響が考えられ、炭酸ガスによる滅菌が検討されている 

 

②薬液滅菌法 

 薬液を用いて微生物を殺滅する方法で、主としてガラス製、磁製、金属製、ゴム製、プラス

チック製又は繊維製の物品、手指、無菌箱又は無菌設備等で、使用する薬液により変質しない

ものに用いる。通例、消毒用エタノール、0.1％～1w/v％塩化ベンザルコニウム溶液、クレゾー

ル水、フェノール水又はホルマリン水等が用いられる。 

 

※飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令より 
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〇学校での歯・口腔等の健康診断時の消毒と滅菌について 

器具はオートクレーブ等による滅菌法を採用するのが望ましい。 

 

日本学校歯科医会「学校歯科医の活動指針」では、 

①Ｂ型肝炎ウイルスを代表とする感染力の強力な病原微生物が蔓延しており、歯・口腔の健康

診断に用いる器具等の消毒・滅菌は更に厳重に行う必要がある。 

②器具はオートクレーブ等による滅菌法を採用するのが望ましい。このため検診器具の数を整

え、検診当日の児童生徒人数分の器具を準備しておくべきである。 

③口腔内には手指を挿入しないようにして、歯鏡等を操作して検診する。病的な皮膚や粘膜に

触れた場合は、手指を十分に消毒する。 

 

学校等における口腔ケアの現場では、高圧蒸気殺菌器（オートクレーブ）を用いて、使用器

具の煮沸滅菌が行われている。一度に煮沸滅菌できる使用器具の「数」や「量」は容量の関係

で限られているため、当日の人数の増減により対応が困難な場合がある。器具による感染等を

防ぐため、使い捨てが可能な器具で対応していく等の検討は必要である。 

 

〇医療器具の再生処理と感染予防対策について 

①クリティカル➝洗浄➝すすぎ➝乾燥➝滅菌➝保管 

（クリティカル…通常無菌の組織や血管に挿入される物） 

②セミクリティカル➝洗浄➝すすぎ➝消毒（高水準・中水準）➝すすぎ➝乾燥保管 

（セミクリティカル…損傷のない粘膜及び創のある皮膚に接触する物） 

③ノンクリティカル➝洗浄➝すすぎ➝乾燥保管※消毒する場合は低水準消毒 

（ノンクリティカル…損傷のない皮膚と接触する物） 

 

＜医療機器の洗浄＞ 

・医療機器を安全に管理し、適切な洗浄、消毒又は滅菌を行うとともに、消毒薬や滅菌用ガス

が生体に有害な影響を与えないよう十分に配慮すること 

・使用済み医療機器は、消毒、滅菌に先立ち、洗浄を十分行うことが必要だが、その方法とし

て、現場での一次洗浄は極力行わず、可能な限り中央部門で一括して十分な洗浄を行うこと 

 

 

〇滅菌・殺菌・消毒について 

①滅菌…「滅」とは「全滅」の滅であり、滅菌といえば意味的には菌に対しては最も厳しい対

応、ということとなる。つまり、すべての菌（微生物やウイルスなど）を、死滅させ除去す

ることで、日本薬局方では微生物の生存する確率が 100 万分の 1 以下になることをもって、

滅菌と定義している。しかし、これは現実的には、人体ではあり得ない状況（たとえばヒト

の手を滅菌するには、人体の細胞ごと殺さなければならないことになる）で、器具などの菌

に対しての用語だと考えられている。 

②殺菌…これは、文字通り「菌を殺す」ということを指している。細菌を死滅させる、という

意味ですが、この用語には、殺す対象や殺した程度を含んではいない。このため、その一部

を殺しただけでも殺菌といえる、と解されており、厳密にはこの用語を使う場合は、有効性

を保証したものではない、ともいえる。また、この「殺菌」という表現は、※1 薬事法の対象

となる消毒薬などの「医薬品」や、薬用石けんなどの「医薬部外品」で使うことはできます

が、洗剤や漂白剤などの「雑貨品」については、使用できないことになっている。 
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③消毒…物体や生体に、付着または含まれている病原性微生物を、死滅または除去させ、害の

ない程度まで減らしたり、あるいは感染力を失わせるなどして、毒性を無力化させること、

をいう。消毒も殺菌も、※1 薬事法の用語であり、一般に「消毒殺菌」という慣用語が使われ

ることもあり、消毒の手段として殺菌が行なわれることもある。ただし、病原性をなくする

方法としては殺菌以外にもあるので、滅菌とも殺菌とも違うという意味で、使い分けがされ

ている。 

 

〇除菌・抗菌・減菌について 

➀除菌…物体や液体といった対象物や、限られた空間に含まれる微生物の数を減らし、清浄度

を高めることをいう、とされている。これは、学術的な専門用語としてはあまり使われてい

ない言葉だが、法律上では食品衛生法の省令で「ろ過等により、原水等に由来して当該食品

中に存在し、かつ、発育し得る微生物を除去することをいう」と規定されている。いろいろ

な商品で、この性能を訴求する商品もたくさん出てきており、除菌の方法も洗浄やろ過など、

各分野でさまざまな意味づけが行なわれたり、それぞれ程度の範囲を示している、と考えら

れる。たとえば、洗剤・石けん公正取引協議会が定義する除菌とは、「物理的、化学的または

生物学的作用などにより、対象物から増殖可能な細菌の数（生菌数）を、有効数減少させる

こと」で、この細菌にはカビや酵母などの真菌類は含まれない。 

②抗菌…これも、近頃では幅広い商品に謳われるようになったが、「抗菌」とは「菌の繁殖を防

止する」という意味である。経済産業省の定義では、抗菌の対象を細菌のみとしている。JIS 

規格でその試験法を規定しているが、抗菌仕様製品では、カビ、黒ずみ、ヌメリは効果の対

象外とされている。菌を殺したり減少させるのではなく、繁殖を阻止するわけだが、これも

対象やその程度を含まない概念である。 

➂減菌…微生物を特に限定せずその量を減少させる、という意味で、「消毒」と同じように器

具・用具などについて使われることがある。 

 ※日本石鹸洗剤工業会（JSDA）：石けん洗剤の基礎より 

 

 

４．消毒薬の基礎知識 

○消毒薬の効果に影響を及ぼす因子（消毒の三大要素） 

①濃度…一般に高濃度ほど作用が強い。最も影響を受けるのはエタノールで、60～95％で最強。

クレゾール石鹸も強く影響を受ける。これらは、一定の濃度以下ではほとんど殺菌効果が期

待できないので注意する必要がある。一方、逆性石鹸、両性界面活性剤、クロルヘキシジン、

ヨードホールは希釈によって殺菌力が低下するが、作用時間を長くすることにより殺菌効果

が得られる（一般に、濃度を1/2にすると作用時間は4～8倍も必要になる）。 

②温度…一般に高温な程作用も強い。消毒薬の効力試験は 20～25℃で行われており、20℃を最

低温度として使用することが望ましい。 

③時間…作用時間は濃度と温度に影響を受ける。両性界面活性剤、逆性石鹸、ホルマリンは持

続性があり、低濃度でも作用時間を長くすれば殺菌効果が得られる。一方、次亜鉛素酸ナト

リウム、ヨードホールも濃度により作用時間の影響を受けるが、長時間の持続作用は認めら

れない。エタノールと同様に即効性を発揮できる十分な濃度で使用することが望ましい。 

※社団法人全国家畜畜産物衛生指導協会「消毒法Ｑ＆Ａ」より 
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＜用途別分類＞ 

 

用途別    

 

消毒剤 

手 

指 

皮 

膚 

手術 

部位 

創傷 

部位 排 

泄 

物 

金 

属 

器 

具 

非 

金 

属 

器 

具 

環 

境 皮 

膚 

粘 

膜 

皮 

膚 

粘 

膜 

高 

水 

準 

グルタラール × × × × × × ◯ ◯ × 

過酢酸 × × × × × × 
◯

※1 

◯ 

※3 
× 

フタラール × × × × × × ◯ ◯ × 

中 

水 

準 

次亜塩素酸ナトリウム △ △ △ × × ◯ × ◯ ◯ 

ポピドンヨード ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ × × × × 

エタノール ◯ ◯ × × × × 
◯ 

※2 

◯ 

※3 
× 

エタノール・ラビング ◯ × × × × × × × × 

イソプロパノール ◯ × × × × × 
◯ 

※2 

◯ 

※3 
× 

低 

水 

準 

塩化ベンザルコニウム・エタノール ◯ × × × × × × × × 

グルコン酸クロルヘキシジン・エタノール × ◯ × × × × 
◯ 

※2 

◯ 

※3 
× 

クレゾール石ケン液 △ △ × × × ◯ △ △ △ 

オキシドール × × × ◯ ◯ × × × × 

塩化ベンザルコニウム ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ △ 
◯ 

※2 

◯ 

※3 
◯ 

8％エタノール添加塩化ベンザルコニウム ◯ ◯ × × × △ 
◯ 

※2 

◯ 

※3 
◯ 

防錆剤添加ベンザルコニウム塩化物 × × × × × × 
◯

※2 

◯ 

※3 
× 

塩化ベンゼトニウム ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ △ 
◯ 

※2 

◯ 

※3 
◯ 

塩化アルキルジアミノエチルグリシン ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ △ 
◯

※2 

◯ 

※3 
◯ 

グルコン酸クロルヘキシジン ◯ ◯ × ◯ × × 
◯ 

※2 

◯ 

※4 
◯ 

グルコン酸クロルヘキシジン・スクラブ ◯ × × × × × × × × 

アクリノール ◯※5 × × × × 

※1：腐食のため、鉄、銅、真ちゅう、亜鉛銅板、炭素鋼の材質には使用できない 

※2：長時間浸漬時には、防錆剤添加 

※3：ゴム、樹脂製品などを変質・変色することがある 

※4：着色製剤の場合、接着剤を使用したガラス器具などを長期保存しないこと 

※5：化膿局所の場合に0.05～0.2％溶液使用 
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＜抗微生物スペクトルによる分類＞ 

 

消毒対象微物 

 

 

 

 

消毒剤 

 

一 

般 

細 

胞 

梅 

毒 

ト 

レ 

ポ 

ネ 

｜ 

マ 

緑 

膿 

菌 

Ｍ 

Ｒ 

Ｓ 

Ａ 

結 

核 

菌 

芽 

胞 

菌 

真 

菌 

一 

般 

ウ 

ィ 

ル 

ス 

Ｈ 

Ｂ 

Ｖ 

・ 

Ｈ 

Ｃ 

Ｖ 

Ｈ 

Ｉ 

Ｖ 

高 

水 

準 

グルコン酸 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

過酢酸 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

フタラール ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

中 

水 

準 

ホルマリン ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ △ ◯ ◯ ◯ ◯ 

次亜塩素酸ナトリウム ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ △ ◯ ◯ ◯ ◯ 

ポピドンヨード ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ × ◯ ◯ ◯ ◯ 

エタノール ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ × ◯ ◯ ◯ ◯ 

エタノール・ラビング ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ × ◯ ◯ ◯ ◯ 

イソプロパノール ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ × ◯ △ ◯ ◯ 

グルコン酸クロルヘキシジン・エタノール ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ × ◯ ◯ ◯ ◯ 

クレゾール石ケン液 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ × ◯ × × △ 

オキシドール ◯    × △  ◯  ◯ 

低 

水 

準 

塩化ベンザルコニウム ◯ ◯ ◯ ◯ × × △ △ × × 

8％エタノール添加塩化ベンザルコニウム ◯ ◯ ◯ ◯ × × △ △ × × 

塩化ベンザルコニウム ◯ ◯ ◯ ◯ × × △ △ × × 

塩化アルキルジアミノエチルグリシン ◯ ◯ ◯ ◯ △ × △ △ × × 

グルコン酸クロルヘキシジン ◯ ◯ ◯ ◯ × × △ × × × 

グルコン酸クロルヘキシジン・スクラブ ◯ ◯ ◯ ◯ × × △ × × × 

アクリノール ◯    × ×   × × 

◯：有効 

△：効果が得られにくいが、高濃度の場合や時間をかければ有効となる場合がある 

×：無効 

 

 ※参考：国立大学医学部附属病院感染対策協議会病院感染対策ガイドラインより 
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新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した 


放課後児童クラブ等の活用による子どもの居場所の確保について（依頼） 


 


このたび、２月 27日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部におい


て、今がまさに感染の流行を早期に終息させるために極めて重要な時期である


ことを踏まえ、何よりも子どもたちの健康・安全を第一に考え、多くの子どもた


ちや教職員が、日常的に長時間集まることによる感染リスクに予め備える観点


から、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校における全国一斉の臨時休業


を要請する方針が内閣総理大臣より示され、小学校等については、現に感染が拡


大していない地域においても、感染のリスクを予防する観点から、文部科学省か


ら臨時休業を要請したところです（令和２年２月 28 日付け元文科初第 1585 号


文部科学事務次官通知）。 


これに伴い、政府として、企業等に対して、子どもを持つ従業員が休暇を取得







できるよう配慮をお願いしているところですが、保護者が労働等により昼間家


庭にいない子どもについて、特に小学校低学年の子ども等については、留守番が


困難な場合や、保護者が休暇を取得することが困難な場合も想定されることか


ら、放課後児童健全育成事業（以下「放課後児童クラブ」という。）や放課後等


デイサービス事業は感染の予防に留意した上で原則として開所していただくこ


と等について依頼してきたところです。しかし、ふだん以上に子どもが来所する


ことにより、必要な体制が十分確保できない可能性があることから、このたび、


厚生労働省と文部科学省の連携のもと、子どもの居場所の確保を図るための取


組方策等を下記のとおり整理しましたので、各位におかれては、御了知の上、貴


管内の市町村（特別区を含み、指定都市及び中核市を除く。）をはじめ、関係者、


関係団体等に対し、その周知を図るとともに、子どもの居場所の確保に尽力され


るようお願いします。 


また、都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市区町村教育


委員会に対して、指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対して、都道府


県私立学校主管部課におかれては所轄の学校法人等を通じてその設置する学校


に対して、国公立大学法人におかれてはその設置する附属学校に対して、文部科


学大臣所轄学校法人におかれてはその設置する学校に対して、構造改革特別区


域法（平成 14 年法律第 189 号）第 12 条第１項の認定を受けた地方公共団体の


学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対して、本通


知を周知されるようにお願いします。 


なお、本通知は、地方公共団体については、地方自治法（昭和 22年法律第 67


号）第 245 条の４第１項の規定に基づく技術的助言及び地方教育行政の組織及


び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 48 条第１項の規定に基づく


指導・助言であることを申し添えます。 


 


記 


 


１ 子どもの居場所確保に向けた取組方策 


今回の臨時休業に際して、保護者が休暇を取得するなどの協力が必要である


が、保護者が労働等により昼間家庭にいない子どもについて、特に小学校低学


年の子ども等については、留守番が困難な場合や、保護者が休暇を取得するこ


とが困難な場合も想定される。そうした場合に備え、子どもの居場所確保に向


けた体制を確保する観点から、以下の取組を推進されたい。 


 


（１）子どもの居場所確保に向けた人的体制の確保 


①放課後児童クラブ・放課後等デイサービス（以下「放課後児童クラブ等」







という。）の業務に教職員が携わることについて 


学校の教職員が日常的に放課後児童クラブ等の業務に携わることは想


定されないところであるが、今回の臨時休業に際して人的体制を確保す


るに当たっては、教職員の職務である教育活動等の一環として、各教育委


員会等の職務命令に基づいて放課後児童クラブ等における学習指導や生


徒指導等に関する業務に携わることは可能である（令和２年２月 28日付


け文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡参照）。 


また、教員については、教員としての身分のまま放課後児童クラブの業


務に携わる場合であっても、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に


関する基準附則第２条に規定する「平成三十二年三月三十一日までに修


了することを予定している者に該当するもの」として、放課後児童支援員


の要件を満たすものとして差し支えなく、同令第 10条第２項に規定する


補助員とすることも差し支えない（令和２年２月 29日付け厚生労働省子


ども家庭局子育て支援課事務連絡参照）。なお、教員免許状を有しない職


員が職員としての身分のまま放課後児童クラブの業務に携わる場合であ


っても、同令第 10条第２項に規定する補助員として差し支えない。 


また、放課後等デイサービスに置くとされている児童指導員について、


児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23年厚生省令第 63号) 


第 43条第９号においては、「教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、


中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有す


る者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの」とされており、本件対


応に当たる教員はこの要件を満たすと考えられる。 


ついては、今般の措置に伴う社会的要請の高さに鑑み、福祉部局と教育


委員会等が連携し、以下の取組を促進すること。 


・放課後児童クラブ等を運営する法人間での連携や市町村における放課


後児童クラブ等関係団体への協力要請を通じた人材確保 


・放課後児童クラブ等の業務に教職員が携わることによる子どもの居場


所の確保 


 


なお、学校の教職員については、学校が臨時休業中であっても様々な業


務が想定されるところであり、例えば、学級を担任する教師にあっては、


当該学級の児童生徒への連絡や家庭訪問など、通常では行わない業務等


があるため放課後児童クラブ等の活動に携わることが困難であることが


一般的に想定され、学級を担任する教師以外の教師、養護教諭、栄養教諭、


学校栄養職員等について各地域や学校の実情に応じて分担して放課後児


童クラブ等を支援することが考えられるところであり、個々の教職員の







業務負担を踏まえた上で、適切に御検討いただきたい。また、②のように


学校において子どもの居場所を設ける場合には、②の業務による負担を


踏まえた上で、放課後児童クラブ等への支援について御検討いただきた


い。 


 


②学校において子どもを預かることについて 


今般、臨時休業を行うよう、各教育委員会等に要請したところではあ


るが、臨時休業の期間や形態については、地域や学校の実情を踏まえ、


各学校の設置者において判断いただくことを妨げるものではなく、学


校において、以下のように柔軟に対応することも可能である。各学校の


設置者においては、こうした各学校における取組に向けて、感染の予防


に留意した上で、必要な対応を行うこと。 


・放課後児童クラブを利用する児童や保護者のやむを得ない事情によ


り自宅で過ごすことが困難な小学校低学年の児童を対象に、通常の課


業時間の範囲内において学校に受け入れ、自習、校庭や体育館での活


動等を実施 


・地域住民等の参画を得て行う「放課後子供教室」も活用し、子どもの


居場所を確保 


 


また、特別支援学校等に在籍する障害のある幼児児童生徒に関して 


は、令和２年２月 28 日付け元文科初第 1585 号文部科学事務次官通知


を踏まえ、各教育委員会等においては、自宅等において一人で過ごすこ


とができない幼児児童生徒について、例えば、 


・福祉事業所等における受入れ準備が整うまでの間、幼児児童生徒のう


ち、受入れ先がない者については、学校施設で受け入れる 


・やむを得ず、福祉サービスの人員確保の問題等で幼児児童生徒の居場


所を確保できない場合、スクールバスや給食等、必要な対策を行った


上で、学校において預かる対応をとる 


などの対応が行われている。 


こうした対応も参考に、自宅等において一人で過ごすことができない


特別支援学校等に在籍する幼児児童生徒の居場所の確保について、引き


続き適切に対応すること。 


 


（２）学校の教室等の活用 


今般の臨時休業に伴い、従来の放課後児童クラブの利用児童数よりニーズが


高まることが考えられることや、密集性を回避し感染を防止すること等から、







一定のスペース確保が必要である。ついては、これまでも「新・放課後子ども


総合プラン」（平成 30年９月 14日付け 30文科生第 396号、子発 0914第 1号


文部科学省生涯学習政策局長、初等中等教育局長、大臣官房文教施設企画部長、


厚生労働省子ども家庭局長連名通知）等に基づき、学校施設の活用を促進して


きたところであるが、今般の臨時休業に伴い、教室、図書館、体育館、校庭等


が利用可能である場合は、国庫補助を受けて整備した学校施設を使用する場合


であっても財産処分には該当せず、手続は不要であり、積極的に施設の活用を


推進すること。 


なお、放課後等デイサービスについても、今般の臨時休業に伴い、従来の利


用児童数よりニーズが高まることが考えられる。また、密集性を回避し感染を


防止すること等から、一定のスペース確保が必要である。今般の措置に伴う社


会的要請の高さに鑑み、放課後等デイサービス事業所が学校施設を活用してサ


ービスを提供した場合についても報酬を請求することを認めるので、教室、図


書館、体育館、校庭等が利用可能である場合は、積極的に施設の活用を推進す


ること。 


 


（３）（１）及び（２）を通じた留意事項 


  ・児童生徒等が利用する施設については、児童生徒等の安全を確保する観点


から、別紙資料等を参照し、衛生管理に十分留意すること。その際、消毒


液の確保等、衛生管理について関係者が連携して取組を行うこと。 


・家庭や地域の実情を踏まえ、施設を利用する児童生徒等に対して学校給


食の調理場や調理員を活用して昼食を提供することも考えられること。 


 


２ 放課後児童クラブに関する財政措置 


今般の対応に伴い、追加で生じる放課後児童健全育成事業にかかる費用につ


いては、内閣府計上の令和元年度子ども・子育て支援交付金において、 


・小学校の臨時休業に伴い、午前中から運営する場合 


１日当たり 10,200円 


・小学校の臨時休業に伴い、支援の単位を新たに設けて運営する場合 


１日当たり 36,000円 


の加算を創設し、保護者負担は求めず、国庫負担割合を 10/10として補助する


こととしている。 


交付要綱や申請手続き等については追って厚生労働省等より連絡するが、こ


うした財政措置も踏まえ、各位におかれては積極的に取組を推進されたいこと。 


 


３ 放課後等デイサービス事業所の対応 







「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課


後等デイサービス事業所等の対応について」（令和２年２月 27日厚生労働省社


会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）において、 


・幼児児童生徒の受け入れに当たっては、障害福祉サービス等報酬、人員、施


設・設備及び運営基準等については、柔軟な取扱いを可能とすること 


・臨時休業日に放課後等デイサービスの支援を提供した場合にあっては、休業


日扱いで基本報酬を算定してよい取扱いとしていること 


をお示ししており、各位におかれては、これらの取扱いも参考にすること。 


 


４ 子どもの居場所確保に関する状況の把握の協力について 


 今般の臨時休業に伴い、従来の放課後児童クラブ等利用児童数よりニーズ


が高まることも考えられ、政府としても、今般の臨時休業に伴う負担軽減の


ため支援を行うこととしており、柔軟な対応が必要なこと等に鑑み、都道府


県等に対し、実施場所、実施時間、利用者数などの状況の把握を行うことを


予定しているため、各都道府県等福祉部局及び教育委員会等におかれては予


め御了知いただくとともに、今後御協力いただきたいこと。 


 


５ その他 


必要に応じて、最新の情報や追加的な留意事項を連絡する場合があるこ


と。 


 


＜本件連絡先＞ 


○放課後児童クラブ等の業務に教職員が携わることについて 


 厚生労働省子ども家庭局子育て支援課（03-5253-1111(内 4966)） 


 文部科学省 初等中等教育局 財務課（03-5253-4111（内 2588）） 


 


○学校において子どもを預かる際の衛生管理について 


 文部科学省 初等中等教育局 健康教育・食育課（03-5253-4111（内 2976）） 


 


○放課後子供教室について 


 文部科学省 総合教育政策局 地域学習推進課（03-5253-4111（内 2005）） 


 


○特別支援学校等に在籍する障害のある幼児児童生徒について 


・放課後等デイサービス事業所における対応に関すること 


 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課（03-5253-1111（内線


3037,3102）） 







・特別支援学校等学校における対応に関すること 


 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課（03-5253-4111（内線 3193）） 


 


○学校の教室等の活用について 


 文部科学省 大臣官房文教施設企画・防災部 施設助成課（03-5253-4111（内


2464）） 


  







○子供の居場所の確保に係る衛生管理について 


臨時休業の実施に際して、学校施設等において児童生徒を預かるなどの措置を講ずる際


には以下の事項に留意してください。 


 


１ 基本的な感染症対策の徹底 


  手洗いや咳エチケット（マスクの着用等）などの基本的な感染症対策を徹底するよう指


導する。 


 


２ 環境衛生管理の留意事項 


  ①教室等における児童生徒同士の距離の確保及び接触の回避 


   教室等において、座席間を離して配置し、1m以上離して交互に着席するなど、でき


る限り児童生徒同士の距離を離すよう配慮するとともに（図参照）、不要な接触は避


けるよう指導する。 


  ②適切な環境の保持 


   教室等の適切な環境の保持のため、１時間に１回（５～10分）程度窓を広く開け、


こまめな換気を心がけるとともに、空調や衣服による温度調節を含めて温度、湿度の


管理に努めるよう適切な措置を講ずる。 


  ③教室等の清掃 


教室やトイレなど児童生徒が利用する場所のうち、特に多くの児童生徒が手を触れ


る箇所（ドアノブ、手すり、スイッチなど）は、１日に１回以上消毒液（消毒用エタ


ノールや次亜塩素酸ナトリウム等）を使用して清掃を行う。 


 


   例）次亜塩素酸ナトリウム消毒液で清拭する場合の注意点 


 次亜塩素酸ナトリウムで清拭する場合、次亜塩素酸ナトリウム（塩素濃度 0.05%


～0.5%）で浸すようにペーパータオル等で拭いた後、水拭きを行う。消毒を行うと


きは、十分に換気を行うなど、使用する漂白剤の注意事項をよく読んで行うこと。 


漂白剤の希釈方法：市販の家庭用塩素系漂白剤（原液に含まれる次亜塩素酸ナト


リウムの濃度約 5%）を用いる場合、原液 25 mL（漂白剤のキャップ１杯）を 2 Lの


水で希釈する（約 0.06%の希釈液）。 


 


３ 昼食をとる際の留意事項 


  ①食事前の手洗い等の徹底 


   食事の前の手洗いを徹底するとともに、必要に応じてアルコール等による消毒を行


うなど、指導を徹底する。 


  ②昼食時の児童生徒の配置について 


   昼食時においても、その他の時間同様、できる限り周囲との距離を離すともに、不


要な接触を避けるよう指導する。 


別紙 







図：座席配置のイメージ 


 


 


咳エチケットを行っていない場合、くしゃみや咳のしぶきは約 2 m の距離まで届くた


め 1,2、咳エチケットを行った上で、児童生徒同士の距離を 1 m以上保つように座席を配


置する 2。 


 


1 厚生労働省動画チャンネル（YouTube）  


「マスク着用の重要性（インフルエンザをうつさないために）」 


 https://www.youtube.com/watch?v=9Mkb4TMT_Cc 


  2 東北医科薬科大学病院感染症制御部・仙台東部地区感染対策チーム、新型コロナウ


イルス感染症市民向け感染予防ハンドブック［第１版］ 


    http://tmpuh.net/新型コロナウイルス感染症_市民向けハンドブック_20200225_1.pdf  


 


 


1m以上 



https://www.youtube.com/watch?v=9Mkb4TMT_Cc

http://tmpuh.net/æŒ°åž‰ã‡³ã…�ã…−ã‡¦ã‡¤ã…«ã‡¹æ—�æ�ﬁçŠ⁄_å¸‡æ°‚å’‚ã†‚ã…‘ã…³ã…›ã…Œã……ã‡¯_20200225_1.pdf
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新型コロナウイルス感染症への対応 


―子どもの居場所の確保に係る適切な環境の維持のために― 


 
                                令和２年３月 


日本薬剤師会 
学校薬剤師部会 


 
新型コロナウイルス感染症対策に関連し、「新型コロナウイルス感染症防止のための小学校


等の臨時休業に関連した放課後児童クラブ等の活用による子どもの居場所の確保について」


（令和２年３月２日、文部科学省、厚生労働省）が発出されました。当該通知には以下枠内の


とおり記載があり、別紙「子どもの居場所の確保に係る衛生管理について」が添付されていま


す。 


１ 子どもの居場所確保に向けた取組方策、 


（３）（１）及び（２）を通じた留意事項 


・児童生徒等が利用する施設については、児童生徒等の安全を確保する観点から、別紙資 


料等を参照し、衛生管理に十分留意すること。その際、消毒液の確保等、衛生管理につい


て関係者が連携して取組を行うこと。 


・家庭や地域の実情を踏まえ、施設を利用する児童生徒等に対して学校給食の調理場や調


理員を活用して昼食を提供することも考えられること。 


下記では、別紙資料の中の、「２ 環境衛生管理の留意事項」の「②適切な環境の保持」及び


「③教室等の清掃」について、特に注意いただきたい点を解説します。また、「３ 昼食をとる


際の留意事項」の「①食事前の手洗い等の徹底」についても関連で解説します。 


 


記 


別紙「子どもの居場所の確保に係る衛生管理について」 


「２ 環境衛生管理の留意事項」の 


「②適切な環境の保持」 


教室等の適切な環境の保持のため、１時間に１回（５～10 分）程度窓を広く開け、こまめ


な換気を心がけるとともに、空調や衣服による温度調節を含めて温度、湿度の管理に努める


よう適切な措置を講ずる。 


  


適切な環境の保持にあたり、エアコンがある場合、ない場合について解説します。 


【エアコンを稼働した場合】 


  パッケージエアコンはそれ自体換気をほとんど行わないことから、必ず換気扇等を稼働  


させると共に外側前後の窓等を一部開けます。また、廊下側欄間等を開ける。さらに、ドア 


の欄間等に目張りがしてある場合は撤去します。 


そして、授業時と同様に、１時間に１回（５～10 分）程度窓を全開して換気します。学


校環境衛生基準では CO2 で 1500ppm 以下とされていますが、特定建築物等の空気環境を規


定する建築物環境衛生管理基準では 1000ppm 以下となっていることも考慮し、確実に換気


が行われるよう注意します。 


【自然換気（エアコンがない、稼働しない場合）】 


  自然換気の場合、換気扇があれば稼働させるとともに、換気扇がない場合も含め窓を適 


 切に開けて換気に努めます。また、ストーブ等、燃焼機器がある場合は特に換気に注意しま 


す。 
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 ＜参考＞ 換気の事例について（愛知県学校薬剤師会講習録より） 


 
  
別紙「子どもの居場所の確保に係る衛生管理について」 
「２ 環境衛生管理の留意事項」の 
「③教室等の清掃」 
教室やトイレなど児童生徒が利用する場所のうち、特に多くの児童生徒が手を触れる箇所


（ドアノブ、手すり、スイッチなど）は、１日に１回以上消毒液（消毒用エタノールや次亜塩


素酸ナトリウム等）を使用して清掃を行う。 
 
例）次亜塩素酸ナトリウム消毒液で清拭する場合の注意点 


次亜塩素酸ナトリウムで清拭する場合、次亜塩素酸ナトリウム（塩素濃度 0.05%～0.5%）


で浸すようにペーパータオル等で拭いた後、水拭きを行う。消毒を行うときは、十分に換気


を行うなど、使用する漂白剤の注意事項をよく読んで行うこと。 


漂白剤の希釈方法：市販の家庭用塩素系漂白剤（原液に含まれる次亜塩素酸ナトリウム


の濃度約 5%）を用いる場合、原液 25 mL（漂白剤のキャップ１杯）を 2 L の水で希釈する


（約 0.06%の希釈液）。 


 


ウイルスに効果がある消毒薬としては消毒用エタノールと次亜塩素酸ナトリウムですが、


まず、現在、消毒用エタノール、速乾性手指消毒薬の入手は非常に難しい状況が前提にある


ことに留意してください。そうした中、様々な商品の紹介あり判断等に迷う場合があると考


えられることからそうした場合の一助にしていただくために解説します。 


 「③教室等の清掃」については、手指ではなく、環境消毒について求められています。この


ため、ドアノブ、手すり、スイッチなど児童生徒が手を触れやすい箇所については水分を拭き


取ったのち、消毒用エタノール等を噴霧し、そのまま乾燥させます。又は、次亜塩素酸ナトリ


ウム（塩素濃度 0.05%～0.5%）で浸すようにペーパータオル等で拭いた後、必ず水拭きを行う


とされています。これは、次亜塩素酸ナトリウムの酸化作用により金属類、繊維類のほとんど


が腐食されるためで、注意が必要です。 
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＜参考＞消毒用エタノール以外に利用できるもの 


 ・食品添加物として利用 


  例）給食等、調理場内の器具・機械類の清掃に利用されているアルコール製剤等 
アルサワー○R   
（エタノール（68w/w%）、グリセリン脂肪酸エステル（0.2%)、乳酸ナトリウム（0.1%）、グリシン（0.07%）） 


アルサワーM60○R  


（エタノール（59.00w/w%）、グリセリン脂肪酸エステル（0.50%）、乳酸ナトリウム（0.10%）、精製水（40.40%) 


  その他 


 ・食品添加物以外（エタノールに第４級アンモニウム塩を配合したもの） 


  例）環境アルコール除菌剤 


サポステ○R  等 


 


＜注意事項＞ 


 ・アルコール製剤については、火気厳禁であることに注意。 


 ・環境消毒等においてはミストを吸入しないよう、手袋、マスク、及び保護メガネ等を 


着用する。  


 ・次亜塩素酸ナトリウムについては、噴霧は絶対にしないこと！ 


 ・換気に十分注意する。  


 


＜参考＞ 教室等の消毒実施の様子（例） 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 ※長靴、不織布作業着（市販で 300 円程度）は必ずしも必要ではありませんが、手袋、マスク、及び保  


護メガネは必要。 
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別紙「子どもの居場所の確保に係る衛生管理について」 
「３ 昼食をとる際の留意事項」の 
「①食事前の手洗い等の徹底」 
食事前の手洗いを徹底するとともに、必要に応じてアルコール等における消毒を行うなど、 


指導を徹底する。 
 
前述のように、消毒用エタノール、速乾性手指消毒薬の入手は非常に難しい状況がありま


す。入手できれば活用するのが望ましいといえますが、液体石けん（アルボース○R等）と流水


での手洗いを徹底することでも十分効果があると思われます。 
なお、前述の食品添加物アルコール製剤等は効能効果として消毒をうたうことは出来ませ


んが、効果は変わりません。 
以下の参考資料のほかに、日本薬剤師会 公衆衛生委員会作成の「薬剤師が知っておくべき


感染症予防対策（消毒薬）」（20200219 日薬業発第 425 号）も参考にしてください。 
 
＜参考＞正しい手の洗い方（厚生労働省ホームページより） 
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＜参考＞ 手洗いの時間・回数による効果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


出典：森功次郎ほか:感染症学雑誌 80:496-500.2006 
 


以上 
                                     





